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はじめに 

近年、地域を取り巻く環境は厳しさを増しており、少子高 

齢化や核家族化の更なる進行、地域住民相互のつながりの希 

薄化など、大きな課題を抱えております。 

このような中、市では、平成２２年度から袖ケ浦市地域福祉 

計画第１期計画により課題へ取り組み、このたび令和２年度か 

ら令和７年度までの６年間を計画期間とする第３期計画を策 

定し持続的に取り組んでいきます。 

計画の策定にあたっては、第２期計画に基づく取組の進捗

状況や本市における地域特性、課題等を整理し、また近年の社会福祉法改正の理念等を

踏まえ、さらなる地域福祉の充実に向けた取組を進めるため、住民意識調査、事業所・

福祉関係団体調査、市内６地区での地区懇談会、地域福祉計画策定・推進委員会、地域

福祉計画庁内検討委員会により、様々な方々のご意見を伺うなど、市民の皆様との協働

による計画づくりを心がけてまいりました。 

本計画では、これまで掲げてきた理念と進めてきた取組を踏まえ、市民誰もが個人と

して尊重され、その人らしく安心して暮らせるまちの実現を目指し、「市民誰もが活躍

し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を基本

理念としています。また、すべての個人の人間性の尊重、包括的な支援体制づくりの推

進、市民参加による協働と助け合いのまちづくりを本計画の基本視点として掲げ、自助、

互助・共助、公助のもと取り組んでまいります。 

そして各種施策が効果的に展開されるよう市民の皆様や関係団体等とこれまで以上

に協働を図り、本市の地域福祉施策を総合的に推進することを通じて、市民の皆様と 

「ともに未来を、次の袖ケ浦を」築いてまいりますので、ご理解ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

最後に、計画の策定にあたり、ご意見・ご提言をいただきました地域福祉計画策定・

推進委員の方々、地区懇談会や調査にご協力いただきました市民の皆様、福祉関係団体

の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

 令和２年６月 

 

 袖ケ浦市長  粕谷 智浩 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景 

少子高齢化や核家族化の進行、単身世帯の増加、プライバシー意識の高まり等を背景として地域

住民のつながりの希薄化はますます加速するとともに、価値観の多様化、格差の拡大などにより、

地域社会を取り巻く環境は大きく変化し続けています。 

また、そうした状況が続いている中で、引きこもりや8050問題※、自殺、孤独死、虐待、子育て

家庭の問題、生活困窮者の増加や貧困の連鎖など、次々に社会的問題が浮き彫りになってきていま

す。さらに、災害時への対応も重要な課題であり、市民が抱える福祉課題は多様で複雑化してきて

います。 

これらの地域における様々な課題は、行政だけの取組で対応することが困難になりつつあり、あ

らためて地域での支え合いやコミュニティの重要性が問われているといっても過言ではありません。

そのため、公的サービスの充実だけではなく、地域住民や各種団体、事業者等が相互に助け合い、

協働で地域における福祉を推進していく必要があります。 

 

昨今、国では、子ども・子育て支援新制度の開始、介護保険制度の改正、障害者差別解消法の施

行、生活困窮者自立支援制度の本格実施などを進めており、すべての人々が一人ひとりの暮らしと

生きがいをともに創り高めあう「地域共生社会」の実現をめざした取組を推進しています。 

さらに、平成30年４月に施行された改正社会福祉法において、市町村地域福祉計画は、新たに高

齢者、障がい者、子ども、子育てといった対象ごとに根拠法の異なる計画の分野を超えた共通の取

組や包括的な支援体制づくりなどについて定めることが求められています。 

 

市では、社会情勢の変化や市内の地域福祉活動の状況を踏まえながら、より住民のニーズに沿っ

た内容で地域福祉が推進できるよう、平成27年３月に、「市民誰もがそれぞれの地域でその人らしい

安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を基本理念とした、袖ケ浦市地域福祉計画（第２期）

（以下、「前計画」という。）を策定し、様々な取組を進めてきました。 

前計画が令和元年度に計画の最終年度を迎えることから、前計画を振り返るとともに、新たな国

等の考え方や社会情勢を踏まえ、市のさらなる地域福祉の推進を図るため、このたび、袖ケ浦市地

域福祉計画（第３期）を策定するものです。 

■社会福祉法より抜粋■ 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、

相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福

祉の推進に努めなければならない。 

  
※8050 問題： 

ひきこもりの子をもつ家庭が高齢化し、50 代の中高年のひきこもりの子を 80 代の親が面倒を見るケースが増え

ているという社会問題のこと。 
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地域包括ケアシステムは、高齢者が病気や要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを最後まで続けられるための体制づくりとして、高齢者分野で掲げられたものです

が、その基本的な考え方は、支援の包括化、地域連携、ネットワークづくりにあります。 

 

社会福祉法や地域共生社会の実現のために触れられている包括的な支援体制と、地域包括ケ

アシステムなどの関係性については、次のように整理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 

 

つまり、包括的な支援体制とは、高齢者を対象とする「地域包括ケアシステム」における「必

要な支援を包括的に確保する」という理念を普遍化し、高齢者のみならず、障がい者、子ども・

子育て・家庭、そして生活困窮者支援など、生活上の困難を抱える地域住民への包括的な支援

体制とするものと理解できます。 

そして、その土台として「地域力の強化」が位置づけられていることに留意することが重要

です。 

 

 

 

 

 

 

  

コラム：包括的な支援体制と地域包括ケアシステムなどの関係性 
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２ 地域福祉とは 

「福祉」というと、高齢者福祉や障がい者福祉、児童福祉といった対象者ごとに分かれているも

のを思い浮かべることが一般的です。これら分野別の福祉は、その対象者ごとに必要な福祉サービ

スを提供するもので、「特定の人のため」という意味合いが強いものです。 

しかし、福祉サービスのような支援を必要としているのは特定の人だけではなく、地域に暮らす

誰もが、日ごろの生活の中で何らかの問題を抱え、手助けを必要としている場合があります。 

そのような場合、特定の人だけではなく、誰もが地域で安心して暮らし続けるためには、 

①日ごろ身の回りで起こる問題はまず個人や家庭の努力で解決（自助）する。 

②個人や家族内で解決できない問題は、隣近所の力やボランティアやＮＰＯなどの活動（互助・

共助）で解決する。 

③地域で解決できない問題は行政で解決（公助）する。 

といった、重層的な取組が必要となってきます。 

いわば、公的な福祉サービス等の隙間を埋めるものとして、地域住民相互の助け合い・支え合いの力が

あり、これらの「自助」「互助・共助」「公助」を組み合わせた、地域における助け合いの仕組みが地域福祉と

いえます。 

 

◆「自助」「互助・共助」「公助」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民の主体的な活動で対応できるもの 行政施策として行うべきもの 

（地域住民の自助努力では解決できないもの） 

地域住民と行政の相互協力（協働）の領域 

個人や家庭による 

自助努力 

自助

 

公助

関連する福祉計画等 

に基づいた支援 

（各種事業等） 

 

暮らしのニーズ 

（日常的な生活課題） 

身近な困り事、 

生活のしづらさ、苦労など 

「地域ぐるみ」福祉活動 

互助・共助

地域福祉活動計画（社会福祉協議会） 

地域福祉計画（市） 

「地域ぐるみ」 

福祉活動へ 

の支援 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」として位置づけられ、市の

最上位計画である「袖ケ浦市総合計画」の目指す将来の姿や施策体系を踏まえ、市民、地域、行政

の協働のあり方など、地域福祉を推進するための方策をまとめたものです。 

■社会福祉法より抜粋■ 

（市町村地域福祉計画） 

第 107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以

下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

1．地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組む

べき事項 

2．地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

3．地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

4．地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

5．前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

 

また、本計画は、ボランティア活動やまちづくり、生涯学習等、福祉に関連のある分野を包含し、

各関連分野の共通的な施策を横断的にとりまとめ、整合を図るとともに、市民（自助）・地域（互助・

共助）・行政等（公助）がそれぞれの役割を担って地域福祉を推進するための共通理念を示す包括的

な計画です。 

さらに、袖ケ浦市社会福祉協議会が策定する「袖ケ浦市地域福祉活動計画（第４期）」とともに“地
域福祉の推進”という共通の目標を掲げ、地域の生活課題や社会資源の状況などを共有し、それぞれ

の立場においてそれぞれの役割を果たし、相互に補完・協働・連携して地域福祉を推進していくた

め、整合を図り策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

袖ケ浦市総合計画 

袖ケ浦市地域福祉計画 袖ケ浦市地域福祉活動計画 そ
の
他
関
連
計
画 

（
健
康
プ
ラ
ン
２
１
な
ど
） 

子育て応援プラ

ン（次世代育成 

支援行動計画、 

子ども・子育て 

支援事業計画） 

ふれあいプラン 

（障がい者福祉 

基本計画・ 

障がい福祉 

計画・障がい児

福祉計画） 

高齢者福祉 

計画・介護 

保険事業計画 

 

 



5 

４ 計画期間 

前計画が令和元年度に計画の最終年度を迎えることから、本計画は令和２年度を計画の初年度と

し、計画期間は、市の最上位計画である「袖ケ浦市総合計画」との整合を図り、令和２年度から令

和７年度までの６年間とします。 

なお、計画の進捗状況や社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行っていくものとします。 

 

    ◆袖ケ浦市地域福祉計画及び関連計画の計画期間 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

令和５ 

年度 

令和６ 

年度 

令和７ 

年度 

       

総合計画 

（基本構想） 

袖ケ浦市総合計画（基本構想） 

※12年間：令和13年度まで 

      

総合計画 

（基本計画） 
袖ケ浦市総合計画（前期基本計画） 

       

総合計画 

（実施計画） 
袖ケ浦市総合計画（第１期実施計画） 袖ケ浦市総合計画（第２期実施計画） 

       

地域福祉計画 

（第２期） 
袖ケ浦市地域福祉計画（第３期） 

       

地域福祉活動計

画（第３期） 
袖ケ浦市地域福祉活動計画（第４期） 

       

第７期高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 
次期計画 次期計画 

       

そでがうら・ふれあいプラン 

（袖ケ浦市障がい者福祉基本計画） 
次期計画 

       

そでがうら・ふれあいプラン 

（障がい者福祉計画・ 

障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画） 

次期計画 次期計画 

       

子育て応援プ

ラン（第１期） 

袖ケ浦市子育て応援プラン（第２期） 

（次世代育成支援行動計画、子ども・子育て支援事業計画） 
次期計画 

       

袖ケ浦市健康プラン21（第２次） 次期計画 
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５ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、庁内に「袖ケ浦市地域福祉計画庁内検討委員会」を設置するととも

に、福祉団体の代表や学識経験者、市民等に参画いただく「袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員

会」及び「地域福祉活動計画策定推進委員会」（計画の整合性をとるために、委員は併任）を設置し、

地域福祉を推進するための施策や実施事業等について検討し、計画案などの作成を進めました。 

また、市民や福祉関係事業所及び団体等の参画体制として、①住民意識調査（アンケート）、②福

祉関係事業所及び団体アンケート、同ヒアリング、③地区社会福祉協議会エリアごとの地区懇談会

を実施し、地域福祉のあり方に関する様々な意見を反映させることに努めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

袖ケ浦市民・福祉事業所・団体等 

 

 
市民・事業者等調査 地区懇談会 パブリックコメント 

袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会 

袖ケ浦市地域福祉活動計画策定推進委員会 

（両計画の整合を図るため、両委員会の委員は併任） 

袖ケ浦市 

 

 

 

 

地域福祉計画庁内検討委員会 

事務局 

※地域福祉計画の策定 

連携 

袖ケ浦市社会福祉協議会 

 

 
事務局 

※地域福祉活動計画の策定 

計画策定へ 

の参画 

(現状把握・ 

意見聴取) 

計画策定へ 

の参画 

(現状把握・ 

意見聴取) 

計画案等 

の提示 

計画案等 

の提示 

意見 意見 
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第２章 統計からみる市の状況 
 

１ 人口と世帯の状況 

本市の人口は年々増加しており、令和元年10月１日現在で63,387人となっています。 

（令和元年10月１日現在 外国人を含めた人口は、64,225人） 

年齢層別にみると、令和元年10月１日現在で「15歳未満」が8,682人、「15～64歳」が37,705人、

「65歳以上」が17,000人となっています。「65歳以上」は増加傾向が続いています。また、「15歳未

満」は減少傾向がみられましたが、平成27年から令和元年にかけて増加に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成７年～令和元年は住民基本台帳（10月１日現在） 

※外国人は含まれていません。（住基法改正以前は外国人の年齢別の統計がないため。） 

 

 

◆将来人口 

本市の将来人口については、「袖ケ浦市総合計画」において、令和13年（基本構想の目標年次）の

目標人口を、総合計画に基づく効果的な施策の展開を図ることにより、65,000人以上を維持するこ

ととしています。 
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63,387 
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世帯の状況をみると、「世帯数」は年々増加しています。また、「世帯数」の増加に対して、「世帯

あたり人員」は減少を続けており、世帯構成員の減少がうかがえます。令和元年10月１日現在で「世

帯数」は27,491世帯、「世帯あたり人員」は2.34人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成７年～令和元年は住民基本台帳（10月１日現在） 
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２ 各地区の概況 

（１）地区の構成 

本計画の構成を検討する際に、市内を５地区に分けて検討しました。各地区の構成は以下の通り

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名 地域（大字名等） 

昭和地区 
坂戸市場、奈良輪、奈良輪１～２丁目、福王台１～４丁目、神納、 

神納１～２丁目、南袖、袖ケ浦駅前１～２丁目 

長浦地区 
今井、今井１～３丁目、蔵波、蔵波台１～７丁目、久保田、久保田１～２丁目、 

代宿、久保田代宿入会地、椎の森、北袖、中袖、長浦、長浦駅前１～８丁目 

根形地区 飯富、下新田、三ツ作、大曽根、野田、勝、のぞみ野 

平岡地区 永地、下泉、高谷、三箇、川原井、林、野里、上泉、永吉、岩井、三箇錯綜 

中富地区 

百目木、横田、大鳥居、三黒、谷中、真里錯綜、下内橋錯綜、戸国飛地、 

百目木錯綜、百目木飛地、下根岸、阿部、堂谷、打越、大竹、滝の口、吉野田、 

玉野、上宮田、下宮田 
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（２）各地区の人口・世帯数等 

◆昭和地区 

 人口・世帯数（人・世帯） 割合（％） 

平成 26年 令和元年 差 平成 26年 令和元年 差 

総人口 16,299 19,244 2,945 26.6 30.4 3.8 

 男性 8,225 9,737 1,512 50.5 50.6 0.1 

 女性 8,074 9,507 1,433 49.5 49.4 ▲ 0.1 

 15歳未満 2,563 3,239 676 15.7 16.8 1.1 

 15～64歳 10,303 12,019 1,716 63.2 62.5 ▲ 0.8 

 65歳以上 3,433 3,986 553 21.1 20.7 ▲ 0.3 

世帯数 6,570 8,088 1,518 26.3 29.9 3.6 

※平成26年 10月１日現在、令和元年10月１日現在 

※総人口と世帯数は全市（外国人住民を除く）に対する割合。人口の内訳は地区の総人口に対する割合 

 

 

施設等の社会資源の状況 

保育所等 6 ヵ所 介護事業所 8 ヵ所 

認定こども園 1 園 障がい福祉サービス事業所 9 ヵ所 

放課後児童クラブ 5 ヵ所 その他福祉関係施設 0 ヵ所 

小学校 2 校 医療機関 22 ヵ所 

中学校 1 校 市民会館・公民館（分館含む） 1 ヵ所 

高等学校 1 校 文化・教養施設（図書館等） 2 ヵ所 

特別支援学校 0 校 健康づくり・スポーツ施設 2 ヵ所 

児童福祉施設（子どもの遊び場・児童館等）  3 ヵ所 公園 21 ヵ所 
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◆長浦地区 

 人口・世帯数（人・世帯） 割合（％） 

平成 26年 令和元年 差 平成 26年 令和元年 差 

総人口 26,907 27,084 177 43.9 42.7 ▲ 1.1 

 男性 13,758 13,778 20 51.1 50.9 ▲ 0.3 

 女性 13,149 13,306 157 48.9 49.1 0.3 

 15歳未満 3,980 3,805 ▲ 175 14.8 14.0 ▲ 0.7 

 15～64歳 17,198 16,250 ▲ 948 63.9 60.0 ▲ 3.9 

 65歳以上 5,729 7,029 1,300 21.3 26.0 4.7 

世帯数 11,444 11,843 399 45.8 43.8 ▲ 2.0 

※平成26年 10月１日現在、令和元年10月１日現在 

※総人口と世帯数は全市（外国人住民を除く）に対する割合。人口の内訳は地区の総人口に対する割合 

 

 

施設等の社会資源の状況 

保育所等 5 ヵ所 介護事業所 13 ヵ所 

放課後児童クラブ 7 ヵ所 障がい福祉サービス事業所 43 ヵ所 

幼稚園 2 園 その他福祉関係施設 0 ヵ所 

小学校 2 校 医療機関 22 ヵ所 

中学校 2 校 市民会館・公民館（分館含む） 1 ヵ所 

高等学校 0 校 文化・教養施設（図書館等） 1 ヵ所 

特別支援学校 1 校 健康づくり・スポーツ施設 3 ヵ所 

児童福祉施設（子どもの遊び場・児童館等）  5 ヵ所 公園 35 ヵ所 
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◆根形地区 

 人口・世帯数（人・世帯） 割合（％） 

平成 26年 令和元年 差 平成 26年 令和元年 差 

総人口 6,069 5,831 ▲ 238 9.9 9.2 ▲ 0.7 

 男性 3,089 2,958 ▲ 131 50.9 50.7 ▲ 0.2 

 女性 2,980 2,873 ▲ 107 49.1 49.3 0.2 

 15歳未満 668 617 ▲ 51 11.0 10.6 ▲ 0.4 

 15～64歳 3,896 3,376 ▲ 520 64.2 57.9 ▲ 6.3 

 65歳以上 1,505 1,838 333 24.8 31.5 6.7 

世帯数 2,322 2,400 78 9.3 8.9 ▲ 0.4 

※平成26年 10月１日現在、令和元年10月１日現在 

※総人口と世帯数は全市（外国人住民を除く）に対する割合。人口の内訳は地区の総人口に対する割合 

 

 

施設等の社会資源の状況 

保育所等 1 ヵ所 介護事業所 3 ヵ所 

放課後児童クラブ 1 ヵ所 障がい福祉サービス事業所 9 ヵ所 

幼稚園 0 園 その他福祉関係施設 4 ヵ所 

小学校 1 校 医療機関 2 ヵ所 

中学校 1 校 市民会館・公民館（分館含む） 1 ヵ所 

高等学校 0 校 文化・教養施設（図書館等） 2 ヵ所 

特別支援学校 0 校 健康づくり・スポーツ施設 3 ヵ所 

児童福祉施設（子どもの遊び場・児童館等）  5 ヵ所 公園 7 ヵ所 
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◆平岡地区 

 人口・世帯数（人・世帯） 割合（％） 

平成 26年 令和元年 差 平成 26年 令和元年 差 

総人口 6,291 5,818 ▲ 473 10.3 9.2 ▲ 1.1 

 男性 3,097 2,904 ▲ 193 49.2 49.9 0.7 

 女性 3,194 2,914 ▲ 280 50.8 50.1 ▲ 0.7 

 15歳未満 578 472 ▲ 106 9.2 8.1 ▲ 1.1 

 15～64歳 3,562 3,101 ▲ 461 56.6 53.3 ▲ 3.3 

 65歳以上 2,151 2,245 94 34.2 38.6 4.4 

世帯数 2,504 2,539 35 10.0 9.4 ▲ 0.6 

※平成26年 10月１日現在、令和元年10月１日現在 

※総人口と世帯数は全市（外国人住民を除く）に対する割合。人口の内訳は地区の総人口に対する割合 

 

 

施設等の社会資源の状況 

保育所等 1 ヵ所 介護事業所 7 ヵ所 

放課後児童クラブ 1 ヵ所 障がい福祉サービス事業所 7 ヵ所 

幼稚園 0 園 その他福祉関係施設 0 ヵ所 

小学校 2 校 医療機関 2 ヵ所 

中学校 0 校 市民会館・公民館（分館含む） 1 ヵ所 

高等学校 0 校 文化・教養施設（図書館等） 0 ヵ所 

特別支援学校 0 校 健康づくり・スポーツ施設 2 ヵ所 

児童福祉施設（子どもの遊び場・児童館等）  7 ヵ所 公園 3 ヵ所 
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◆中富地区 

 人口・世帯数（人・世帯） 割合（％） 

平成 26年 令和元年 差 平成 26年 令和元年 差 

総人口 5,788 5,410 ▲ 378 9.4 8.5 ▲ 0.9 

 男性 2,882 2,711 ▲ 171 49.8 50.1 0.3 

 女性 2,906 2,699 ▲ 207 50.2 49.9 ▲ 0.3 

 15歳未満 637 549 ▲ 88 11.0 10.1 ▲ 0.9 

 15～64歳 3,452 2,959 ▲ 493 59.6 54.7 ▲ 4.9 

 65歳以上 1,699 1,902 203 29.4 35.2 5.8 

世帯数 2,135 2,181 46 8.5 8.1 ▲ 0.5 

※平成26年 10月１日現在、令和元年10月１日現在 

※総人口と世帯数は全市（外国人住民を除く）に対する割合。人口の内訳は地区の総人口に対する割合 

 

 

施設等の社会資源の状況 

保育所等 1 ヵ所 介護事業所 9 ヵ所 

放課後児童クラブ 1 ヵ所 障がい福祉サービス事業所 10 ヵ所 

幼稚園 1 園 その他福祉関係施設 0 ヵ所 

小学校 1 校 医療機関 4 ヵ所 

中学校 1 校 市民会館・公民館（分館含む） 2 ヵ所 

高等学校 0 校 文化・教養施設（図書館等） 1 ヵ所 

特別支援学校 0 校 健康づくり・スポーツ施設 0 ヵ所 

児童福祉施設（子どもの遊び場・児童館等）  9 ヵ所 公園 6 ヵ所 
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３ 福祉に関する対象者数等 

（１）65歳以上のひとり暮らし高齢者 

65歳以上ひとり暮らし高齢者数の平成26年からの変化をみると、どの地区でも増加しており、“合

計”では令和元年５月１日現在で2,207人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者支援課（平成26年５月１日現在、令和元年５月１日現在） 

 

（２）介護保険の第１号被保険者数及び要介護（支援）認定者 

介護保険の第１号被保険者数及び要介護（支援）認定者数をみると、“根形地区”と“平岡地区”

と“中富地区”で「認定率」が高くなっています。“合計”での「認定者数」は2,363人、「認定率」

は13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険課（令和元年10月１日現在） 
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（３）要介護（支援）認定者の内訳 

要介護（支援）認定者の内訳について、平成26年からの変化をみると、各地区とも認定者合計数

は増加しています。 

 

（人） 

地区 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

昭和 

平成26年 35 40 92 65 69 63 41 405 

令和元年 61 67 138 98 75 71 47 557 

差 26 27 46 33 6 8 6 152 

長浦 

平成26年 74 81 125 97 77 98 83 635 

令和元年 128 113 203 119 113 113 81 870 

差 54 32 78 22 36 15 ▲ 2 235 

根形 

平成26年 20 15 34 46 30 34 24 203 

令和元年 36 34 62 38 35 42 20 267 

差 16 19 28 ▲ 8 5 8 ▲ 4 64 

平岡 

平成26年 19 42 64 53 47 59 44 328 

令和元年 34 39 67 54 60 58 40 352 

差 15 ▲ 3 3 1 13 ▲ 1 ▲ 4 24 

中富 

平成26年 25 42 44 38 42 28 29 248 

令和元年 40 39 73 55 42 41 27 317 

差 15 ▲ 3 29 17 0 13 ▲ 2 69 

合計 

平成26年 173 220 359 299 265 282 221 1,819 

令和元年 299 292 543 364 325 325 215 2,363 

差 126 72 184 65 60 43 ▲ 6 544 

資料：介護保険課（令和元年10月１日現在） 
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（４）世帯の家族類型の状況 

国勢調査による家族類型別世帯をみると、平成27年では核家族世帯は14,520世帯となっており、

市内の世帯数の６割以上を占めています。 

また、「男親と子ども」と「女親と子ども」といった、いわゆるひとり親と考えられる世帯は、平

成27年に、６歳未満の親族のいる世帯で110世帯、18歳未満の親族のいる世帯で571世帯となってい

ます。 

 

 平成 22年 平成 27年 

世帯数 
6歳未満親族

のいる世帯数 

18歳未満の

いる世帯数 
世帯数 

6歳未満親族

のいる世帯数 

18歳未満の

いる世帯数 

総数 21,335 2,402 6,011 22,545 2,315 5,855 
 
核家族世帯数 13,525 1,967 4,948 14,520 2,024 4,887 

 
ひとり親世帯数 1,957 98 562 2,130 110 571 

 
   父子世帯数 332 4 57 350 7 66 

 
   母子世帯数 1,625 94 505 1,780 103 505 

 
単独世帯数 4,655 － 6 5,354 － 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年10月 1日） 
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（５）障害者手帳所持者 

障害者手帳所持者の平成26年からの変化をみると、“根形地区”と“平岡地区”で「身体障害者手

帳」の所持者数は減少していますが、どの種別でもほとんどの地区で手帳所持者数は増加していま

す。“全市”では、「精神障害者保健福祉手帳」の所持者数が大きく増加しています。 

                                        （人） 

地区 
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 

平成26年 平成31年 差 平成26年 平成31年 差 平成26年 平成31年 差 

昭和地区 414  432  18 87  104  17 58  84  26 

長浦地区 710  710  0 213  225  12 135  184  49 

根形地区 233  210  ▲ 23 46  52  6 27  28  1 

平岡地区 297  260  ▲ 37 56  57  1 26  27  1 

中富地区 218  231  13 46  48  2 22  28  6 

市外 3  6  3 45  53  8 0  0  0 

合計 1,875  1,849  ▲ 26 493  539  46 268  351  83 

資料：障がい者支援課（平成26年３月31日現在、平成31年３月31日現在 厚生労働省福祉行政報告例） 

 

 

（６）障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス支給決定者 

障がい福祉サービス支給決定者の平成26年からの変化をみると、“合計”では23人の減少となって

います。 

地区別では“長浦地区”が46人減少しており、障がい支援区分別では“区分４”から“区分６”

がそれぞれ20人以上増加しています。 

障がい種別では“療育”を除く３つの種別で増加しています。 

（人） （人） 

地区 平成26年 平成31年 差 
 

障がい支援区分 平成26年 平成31年 差 

昭和地区 91  87  ▲ 4  区分１ 27 9 ▲ 18 

長浦地区 216  170  ▲ 46  区分２ 72 61 ▲ 11 

根形地区 52  54  2  区分３ 49 56 7 

平岡地区 36  40  4  区分４ 36 58 22 

中富地区 37  39  2  区分５ 45 68 23 

市外 49  68  19  区分６ 65 86 21 

合計 481  458  ▲ 23  なし 187 120 ▲ 67 

     合計 481 458 ▲ 23 

資料：障がい者支援課（平成 26年 10月１日現在、平成 31年３月 31日現在） 
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（人） 

障がい種別 平成26年 平成31年 差 

身体 97  102  5 

療育 290  243  ▲ 47 

重心 25  30  5 

精神 69  83  14 

合計 481  458  ▲ 23 

資料：障がい者支援課（平成26年10月１日現在、平成31年３月31日現在） 

 

（７）生活保護世帯と被保護者 

生活保護世帯と被保護者の平成26年からの変化をみると、根形地区とその他施設等で若干減少し

ていますが、その他の地区では増加しています。全市でみると、平成31年３月31日現在で「生活保

護世帯数」は291世帯、「被保護者数」は383人となっています。 

 

地区 

生活保護世帯数（世帯） 被保護者数（人） 保護率（‰） 

平成26年 平成31年 差 平成26年 平成31年 差 平成26年 平成31年 差 

昭和地区 39  54  15 47  69  22 0.8 1.1 0.3 

長浦地区 89  117  28 137  182  45 2.3 2.9 0.6 

根形地区 16  12  ▲ 4 18  12  ▲ 6 0.3 0.2 ▲ 0.1 

平川地区 19  23  4 27  31  4 0.4 0.5 0.1 

その他 

施設等 
88  85  ▲ 3 92  89  ▲ 3 1.5 1.4 ▲ 0.1 

合計 251  291  40 321  383  62 5.3 6.1  0.8 

資料：地域福祉課（平成26年３月31日現在、平成31年３月31日現在） 

※平川地区とは、平岡地区と中富地区を合わせたもの 

※保護率とは、常住人口に対する被保護者の割合 

※‰（パーミル）は千分率を表し、ここでは1,000人あたりの被保護者の割合を示す 
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（８）その他 

◆ボランティア登録数 

ボランティア登録数の推移をみると、「個人」の人数は平成27年度に304人となりましたが、それ

以降減少傾向にあります。一方、「団体」は、平成27年度以降、人数にばらつきがあるものの、団体

数はほぼ横ばいで推移しており、平成30年度で63団体、1,117人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉協議会（各数値は、年度末（各年度の３月31日）の数値） 

 

◆シルバー人材センター会員数 

シルバー人材センター会員数は減少傾向となっており、平成30年度の会員数は263人となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者支援課（各数値は、年度末（各年度の３月31日）の数値） 
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◆シニアクラブ数及び会員数 

シニアクラブ数と会員数は年々減少しており、平成30年度にクラブ数は17クラブ、会員数は734

人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢者支援課（各数値は、年度末（各年度の３月31日）の数値） 

 

 

◆民生委員・児童委員定数 

民生委員・児童委員定数をみると、平成28年と令和元年の改選時に、「昭和地区」と「長浦・蔵波

地区」でわずかに増加していますが、おおむね前回・前々回と同様の定数となっています。 

また、主任児童委員も令和元年の改選時にわずかに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域福祉課（改選時における数値を記載） 
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◆常住世帯数と自治会加入世帯数 

常住世帯数と自治会加入世帯数をみると、常住世帯数は微増傾向がみられますが、自治会加入世

帯数はほぼ横ばいでの推移となっており、加入率は平成30年度で64.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民活動支援課（各年４月１日現在） 

 

◆社会福祉協議会会員世帯数 

社会福祉協議会会員世帯数などの推移をみると、自治会加入世帯数はほぼ横ばい、社会福祉協議

会会員世帯数は減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉協議会 

※自治会加入世帯数は、年度初めの社会福祉協議会会員募集時（各年度の４月１日）の数値 

社会福祉協議会会員世帯数は、年度末（各年度の３月31日）の数値 
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第３章 これまでの取組と課題 
 

１ 前計画（地域福祉計画（第２期））の振り返り 

（１）前計画における事業の実施概況 

地域福祉計画（第２期）の各計画目標で展開した施策や事業は合計93事業あり、福祉に携わる方々

を中心として組織した地域福祉計画策定・推進委員会で、毎年度、進行管理を行なってきました。 

計画期間（平成27年度～令和元年度（平成31年度））における【実施状況】及び【達成状況】を整

理すると、【実施状況】としては、制度自体が廃止された事業が１つあるものの、位置づけた事業を

適切に実施することができました。 

 

【実施状況】 

項目 事業数 割合 

実施 92 98.9％ 

未実施 0 0.0％ 

廃止 1 1.1％ 

合計 93 100.0％ 

 

また、【達成状況】としては、計画期間を通じて多くの事業で一定の成果がみられましたが、その

中でも、主に以下の部分について引き続き実施していく必要があると分析しました。 

 

・福祉教育の推進（Ｐ28参照） 

・身近な交流の場づくり推進（Ｐ30参照） 

 ・福祉に関する情報提供の充実（Ｐ32参照） 

 ・成年後見制度利用支援事業の普及啓発（Ｐ38参照） 

 ・日常における防災対策の普及（Ｐ42参照） 

 

【達成度評価】 

項目 事業数 割合 

十分な成果があった 7 7.5％ 

ある程度の成果があった 84 90.3％ 

あまり成果はなかった 1 1.1％ 

成果はなかった(未実施を含む） 1 1.1％ 

合計 93 100.0％ 

※達成度評価は各事業について、各年度の評価の平均を算出したものを、計画期間における達成度評価と 

したうえで、項目ごとに該当事業数を集計しています。 
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（２）前計画における事業や調査等の振り返り 

地域福祉計画策定・推進委員会における施策や事業の進行管理のほかに、平成30年度には、住民

意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングを、令和元年度には地区懇談会を実施し、地

域福祉の現状や課題について、市民からの意見を伺いました。 

ここでは、地域福祉計画（第２期）の施策体系に沿って、施策や事業に取り組んだ結果感じた主

な課題や、市民の意見等を一元的に整理し、振り返りを行いました。 

 

１．地域の人材づくり  

①ボランティア活動の推進 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○ボランティアセンター等の支援 

 ・ボランティアセンターの運営支援（地域

福祉課）、運営（社会福祉協議会） 

 ・ボランティアセンター情報発信事業 

 ・ボランティア交流事業 

 ・市民協働推進事業 

 

○各種ボランティア養成の支援 

 ・ボランティア養成事業 

 ・ボランティアリーダー養成事業 

 ・生涯学習ボランティア促進事業 

 ・おはなし会ボランティア推進事業 

 （主な課題等） 

➭ 移送サービスや傾聴に関わるボランティアは１人での活動が多く、活動状況や悩み等を共

有するボランティア同士の交流が必要である。 

➭ ボランティア養成講座への参加者数が少なく（平成30年度：５回 35名）、講座メニュー

が固定化してきている。また、ボランティアには興味があるが何をしたらいいのかわから

ない方へ対する周知方法の工夫が必要である。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域活動やボランティア活動では、多くの活動は現時点での参加状況に対

して、将来の参加意向が高く、その市民の意向を実践に結びつけていくことが重要である

（図表１参照）。 

➭ 定年の延長で新規会員が減り、地域貢献を推し進める体制づくりがなかなかできない。 

➭ 事業所で職員等がボランティアに参加しやすくなる取組を実施しているところは 16.7％

で、５年前より増加しているが未だ少数（図表２参照）。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 地区内でのボランティアに参加してくれる人が少ないので、もう少し増やしたい。 

➭ 活動している人が高齢化、固定化傾向なので、ボランティアを広く募りたい。 

 

 

【今後に向けた課題】  

ボランティアが高齢化・固定化傾向にあり、定年の延長や運転免許の返納など、ボランティア

の確保や活動の幅を広げることに対する新しい課題も出てきていますが、ボランティアへの参加

意向をもつ人を、実際の活動参加につなげていくことが必要となります。 
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図表１ 地域活動やボランティア活動の参加状況・今後の参加意向 

 [現在] [今後] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※平成 25 年度の調査では「参加しているものはない」「参加してみたいものはない」の選択肢はありませんでした。 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 

 

図表２ 職員等がボランティアに参加しやすくなる取組 
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②地域福祉の担い手の育成 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○地域リーダーや福祉活動に携わる人の養成

支援 

 ・民生委員児童委員活動事業 

 ・民生委員児童委員協議会活動事業 

 ・ボランティア養成事業（再掲） 

 ・ボランティアリーダー養成事業（再掲） 

 

○福祉活動の相談指導専門職員の充実 

 ・福祉専門職員の資質向上の取組 

 ・職員研修事業 

 （主な課題等） 

➭ 民生委員・児童委員の選出について、自治会や地域の活動団体と連携協力が必要である。 

➭ 地域の福祉ニーズが複雑化・多様化してきており、民生委員・児童委員の活動も複雑化し

ている反面、委員１人当たりの担当世帯数が多く、負担も大きい。 

➭ 障がい者の支援、高齢者の支援、子育て支援に関する相談は、毎年件数が増加し、多様で

複雑化している。相談に適切に応じられるよう職員の専門性の強化が必要である。 

➭ 関係法令・制度の改正が多く、情報収集及び職員研修に参加するタイミングが難しい。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の民生委員・児童委員の活動の認知度は、《内容を知っている》（「だいたい

の内容は知っている」+「内容をよく知っている」）は 33.3％だが、前回調査から 6.3 ポ

イント減少し（図表３参照）、39歳以下の認知度が低い。 

➭ 福祉関係団体では、スタッフの確保という課題とともに、スタッフの高齢化も課題として

あげられている（図表４参照）。 

➭ 福祉関係団体では、人材の確保や若い世代の取り込みの困難さが増しており、今後の活動

予定で「今の活動を維持していきたい、維持することで精一杯」という意見が多くを占め

る一因になっている。 

➭ リーダーとして活動のまとめ役となる人材が不足していることや、人材が不足しているこ

とで、役員がかけもち状態にある。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ リーダーや役員のなり手がいない。会議等に行っても代表で出てくる顔ぶれが同じ。 

➭ リーダー的な人材が見当たらない。 

➭ 地域の民生委員がなり手がいなくて決まらない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

福祉ニーズが多様で複雑化している中で、地域福祉の充実に欠かせない民生委員・児童委員の

認知度は高まっておらず、委員へのなり手も不足している状況です。また、地域のリーダー的な

役割を担う人材が不足しており、キーパーソンの育成と確保が必要です。 

さらに、地域福祉活動に関わる方々や、福祉の専門職として介護や相談など様々な機関で働く

人々、市専門職員などのスキル向上も必要です。 
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図表３ 民生委員・児童委員の活動の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 

 

 

図表４ 従業員及び構成員の平均年齢 
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③福祉教育の充実 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○家庭における教育の推進 

 ・家庭教育総合推進事業 

 ・子どもを育む、学校・家庭地域推進事業 

○学校における福祉教育の推進 

 ・福祉教育推進事業 

 ・総合的な学習の時間における福祉教育の

推進 

 

○生涯学習としての福祉教育の推進 

 ・地域福祉フェスタ 

 ・ボランティア養成事業（再掲） 

 ・家庭教育総合推進事業（再掲） 

 ・青少年教育推進事業 

 ・成人教育推進事業 

 ・高齢者いきがい促進教育推進事業 

 ・認知症サポーター養成講座 

 （主な課題等） 

➭ 共働き世帯の増加といった就労形態の多様化等の原因から、家庭教育学級の受講生が増え

にくい状況にある。保護者の家庭教育に関する学習の機会をどのように提供していくか、

内容や形態、実施時期等について、学級生の声を取り入れながら検討していく必要がある。 

➭ 幼児家庭教育学級は、対象を0歳から就学前の保護者に拡大した公民館で受講生が増加す

るなどの成果がみられたが、保育の都合上、実施できる内容に制限が生じた。 

➭ 学校や地域など幅広い分野や世代に向けた福祉体験の実施が十分にできていない。 

➭ 福祉フェスタは、福祉に興味・関心を待たない市民の来場を増やし、興味を持たせていき

たいものの、実際は福祉関係者及び出演団体関係者が多い。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域福祉活動をおこなう上での市民の役割で、「介護やボランティア活動

に関する教育の受講」は11.0％と低い。 

➭ しかし、事業所、福祉関係団体は、「学校などにおける福祉教育の充実」といった若いこ

ろからの福祉教育が必要と考えている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 福祉の精神が薄れていることを改善したい。 

➭ 子どもの頃からボランティアに対する意識を持たせたい。 

➭ 公民館の講座に参加したいが、公民館までの交通手段が少なくて困っている。 

 

 

【今後に向けた課題】  

福祉の担い手のすそ野を広げるため、早い時期からの福祉教育を充実したり、幅広い分野や世

代に向けた福祉体験の機会を広げるなど、「地域福祉」や福祉全般に親しみやすい環境を整えてい

くことが必要です。 
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２．地域のつながりの回復・情報の共有  

 

①市民同士のつながりづくり 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 

 

（市の施策や事業） 

○身近な地域でのつながりを深める取組 

 ・子どもを育む、学校・家庭地域連携事業（再掲） 

 ・自治会の加入促進への取組 

○要援護者への見守り・声かけ・支え合いの推進 

 ・高齢者見守りネットワーク事業 

 ・青少年育成袖ケ浦市民会議・地区住民会議 

 

 

（主な課題等） 

➭ 自治会への加入率は減少傾向が続いている。（平成 28 年４月：68.0％→平成 29 年４月：

66.4％→平成30年４月：64.6％）。※常住世帯数に対する自治会加入世帯数の割合 

➭ 高齢者見守りネットワーク事業については、対象者宅へ訪問した際に応答がない場合は、

警察等と連携して対応しているが、実際に室内へ入る状況の見極めが難しく、また入室の

手段がないなど対応が困難な場合がある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 

 

➭ 住民意識調査で地域の人々がお互いに支え合っていくうえで大切だと思うことは、「隣近

所の住民同士の普段からのつきあい」が77.5％。しかし、実際のつきあい方は、「道で会

えば、あいさつをする程度の人ならいる」が32.4％、一方、「ほとんど近所づきあいをし

ない」は8.9％である。 

➭ あまり近所づきあいをしない主な理由を年齢層でみると、「普段つきあう機会がないから」

は“50～64 歳”で、「仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から」は“30～39

歳”だけでなく、“50～59 歳”でも高く、「あまりかかわりをもちたくないから」と「気

の合う人・話の合う人が近くにいないから」は“65～69歳”で高くなっている。 

➭ 事業所、福祉関係団体ともに、地域での福祉活動活性化のために、「個人がいつでも参加

できる仕組みづくり」といった市民が福祉活動に参加しやすい環境づくりも必要であると

考えている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 自治会の新規加入が少なく、離脱者が増加している。中には、自治会長や班長を嫌がって

の退会もある。 

➭ 手助けしたいが誰に声をかけてよいかわからない。 

➭ 個人情報にとらわれすぎているのか、手助けしあうのもやりにくい時がある。 

➭ 高齢者一人暮らしの孤独死、見守りをどうするかが課題である。 

 

 

【今後に向けた課題】  

近所づきあいの大切さは感じられていても、実際には自治会の加入率の低下や近所づきあいの

希薄化がみられます。個人情報の保護等も壁となっていますが、手助けを必要としている人を見

守ったり、手助けしやすい環境を整えることが必要です。 

  



30 

②地域交流の場づくり 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 

 

（市の施策や事業） 

○身近な交流の場づくり推進 

 ・地区社会福祉協議会運営事業の支援 

 ・地域ふれあいサロンの設置 

 ・地域子育て支援拠点事業 

 ・保育所（園）地域活動事業 

 ・区等集会施設整備補助事業 

 

○地域活動の交流の場づくりの推進 

 ・公共施設の有効利用の促進 

 ・放課後子ども教室 

 ・世代間交流事業 

 ・ひらおかハッピータイム 

 ・国際化推進事業 

 

 

（主な課題等） 

➭ 身近な地域において、高齢者、子育て中の親子等が孤立しないよう、地域交流・世代間交

流の拠点としての地域ふれあいサロンを、地区社会福祉協議会と協力して地域住民が主体

となり実施していく必要がある。 

なお、地域ふれあいサロンへの参加者は年々増加しているが、更に充実を図る必要がある。

（平成28年度：延2,531 人→平成29年度：延3,484人→平成30年度：延5,169人）。 

➭ 地域子育て支援拠点は、子育て世帯の転入が増えてきている中、昭和地区、長浦地区など

で地域子育て支援センターを開設し、利用者のニーズに応えることができたが、平川地区

には設置できていない。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域福祉の推進に向けて“自助”で重要だと思うことでは、「地域での活

動に積極的に参加する」（19.1％）や「地域の人々と活発に交流する」（18.6％）が相対的

に低い（図表５参照）。 

➭ 住民意識調査における、地域社会の中で安心して暮らしていくために大切だと思うことで

の「地域を単位とした親と子の世代間交流活動」（2.3％）や、地域の人々がお互いに支え

合っていくうえで大切だと思うことでの「障がいのある人とない人の交流」（9.5％）など、

ターゲットを絞った場合の交流意識は特に低い。 

➭ 福祉関係団体の地域での福祉活動活性化に必要だと思う取組では、「個人がいつでも参加

できる仕組みづくり」（41.4％）のほか、「福祉関連事業所・団体間の交流機会の充実（イ

ベントなど）」と「地区ごとの福祉活動（交流）拠点の整備」（各 37.9％）が高い（図表

６参照）。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 自治会に入らない人もいるからか、引っ越して来た方との触れ合いの場がない。 

➭ 子どもやご高齢の方たちとの交流するきっかけがないので、支え合い等のやりとりができ

ない。 

➭ 語らい憩いの場、体操する場、雨天時の子どもの遊び場等の身近なところでの確保が必要。 

 

 

【今後に向けた課題】  

地域ふれあいサロンへの参加者は年々増加していますが、参加者の更なる充実のため、身近な

交流の大切さを普及啓発するとともに、気軽に交流できる場の確保や機会を充実させ、周知して

いくことが必要です。 
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図表５ 住民意識調査の地域福祉の推進に向けて“自助”で重要だと思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 

 

 

図表６ 福祉関係団体の地域での福祉活動活性化に必要だと思う取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度地域福祉に関する意識調査（事業所・福祉関係団体） 

 

 

 

  

地域のことに関心を持つ

できる範囲で地域に貢献する

地域での活動に積極的に参加する

地域の人々と活発に交流する

福祉に関する知識や技術を身につける

その他

無回答

60.0

45.5
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3.4
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(%)

無回答

特にない

個人がいつでも参加できる仕組みづくり

福祉関連事業所・団体間の交流機会の充実（イベントなど）

地区ごとの福祉活動（交流）拠点の整備

分野を越えた総合的なボランティアセンターの設置と活動の拡充

学校などにおける福祉教育の充実

福祉関連事業所・団体の情報発信と交流の場となるホームページの作成

福祉関連事業所・団体の市民に向けた情報発信力の強化

ＮＰＯ支援センター等の設置と活動の強化

福祉関連事業所・団体の活動資金確保へ向けた情報提供や支援体制の充実

その他
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③情報の提供と共有のシステムづくり 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○福祉に関する総合的な情報提供の充実 

 ・福祉に関する情報提供の充実 

 ・子育て支援ポータルサイトによる情報提供 

 ・市民協働推進事業（再掲） 

 ・市政（まちづくり）講座 

 ・市職員出前講座 

 （主な課題等） 

➭ 生活保護法の改正や生活困窮者自立支援制度等、障がい福祉制度、介護保険制度といった

各種制度について、より分かりやすく、利用しやすい情報提供の工夫を検討し続けること

が必要である。 

➭ 子育て支援ポータルサイトの市の公式ホームページへの移行に際して、「はっぴー.ネッ

ト」に登録していた団体へ変更内容の周知を行ったが、ホームページがない、活動団体が

少ないなどの理由で、登録数が少ないため、情報の周知の方法を検討する必要がある。 

➭ 市政（まちづくり）講座は、基礎講座とステップアップ講座があるが、どちらも受講者数

の増加に取り組む必要がある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査では、保健福祉サービスなどの情報入手手段は「市や県の広報紙、ちらし」

が71.6％で最も高く、次いで「インターネットのホームページ」（26.5％）と「新聞・雑

誌・テレビ」（23.9％）となっている（図表７参照）。入手先は、年齢層によって活用度が

異なることから、当面は、紙媒体、電子媒体、人と人とのコミュニケーションをバランス

よく活用し、必要としている市民に適切に情報が届くように多様な手段による情報提供を

進めていく必要がある。 

➭ 事業所、福祉関係団体ともに、自分たちを知ってもらうためのＰＲという意味での情報発

信や、お互いの情報交換の必要性、サポートすべき市民の情報の取得意向など、情報への

意識は高い。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 福祉の情報にアクセスできない、情報がほしい。 

➭ 情報が集合していなくてバラバラ。 

➭ 福祉施策が住民に理解されてない、分かりにくい。 

 

 

【今後に向けた課題】  

福祉分野の様々な制度や市の取組の情報を、市民や事業所及び福祉関係団体等が理解し、活用

できるよう、さらに整理して分かりやすく提供することが必要です。 

また、必要な人に必要な情報が効果的に届けられるよう、伝達方法をターゲットによって変え

るなど、多様な情報提供のあり方を検討することも必要です。 
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図表７ 保健福祉サービスなどの情報入手手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 

 

 

  

市や県の広報紙、ちらし

インターネットのホームページ

新聞・雑誌・テレビ

友人・知人

地域の行政センター・公民館等

家族

医療機関・医師

ケアマネジャー（介護支援専門員）

市役所の本庁

地域包括支援センター

ガウランド（健康づくり支援センター）

社会福祉協議会

介護サービス事業者

保育所・子育て支援施設

ながうら健康福祉支援室

障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」

子育て世代総合サポートセンター

ひらかわ健康福祉支援室

生活困窮者自立相談支援室

その他

わからない

無回答

71.6

26.5

23.9

18.4

11.9

10.6

9.3

6.4

4.5

4.5

4.5

3.6

1.7

1.3

1.1

0.6

0.4

0.2

-
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4.5

77.8
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2.7
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-

-

-

-

0.4

4.0

2.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度 n=(528)  
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３．地域福祉サービス・仕組みの充実  
 

①支え合いの仕組みづくり 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 

 

（市の施策や事業） 

○地域における支え合いの促進 

 ・地区社会福祉協議会運営事業の支援（再掲） 

 ・地域支え合い活動支援事業 

 ・地域支援事業における介護予防・日常生活支援総合事業、生活支援体制整備事業 

 ・シニアクラブ活動助成事業 

 ・自治会の加入促進への取組（再掲） 

○地域における総合相談体制の整備 

 ・ながうら・ひらかわ健康福祉支援室運営事業 

 ・相談支援事業 

 （主な課題等） 

➭ 「平川いきいきサポート」などの地域住民主体による地域支え合い活動の利用は増加して

いる。しかし、サービス提供者の平均年齢が高くなり、事業を継続していくための新たな

サービス提供者を確保する必要がある。 

➭ 生活支援体制整備事業における協議体等にて、支え合いによる生活支援の促進に向けた働

きかけを行い、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体型サービスの創出につ

なげていく必要がある。 

➭ シニアクラブについて、活動の充実や活性化の工夫、新規団体・会員の勧誘等の取組を行っ

ているが、会員数は減少傾向にある。 

➭ 相談支援事業全般に需要が増加傾向であるので、需要を十分に満たしていく必要がある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の保健福祉に関する相談相手では、「家族・親族」が66.7％で最も高く、「市

役所など、行政機関」が50.4％、「友人・知人」が25.2％と続くが、近年の地域包括ケア

システムの深化により、「地域包括支援センター」（14.6％）が５年前の調査よりも 7.0

ポイント増加している。しかし、同設問で、「民生委員・児童委員」は 4.4％にとどまる

（図表８参照）。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 困った事があった時の相談先がわからない。相談する人がわからない。 

➭ 広報紙等で地域包括支援センターのことを知らせてはいるが、あまり知られていない。 

➭ 国も助け合いについて、行政のみでは無理で、地区自治、住民同士の協力を要請している

が、現実は組織化が進んでいない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

地域住民主体による地域支え合い活動の促進や、各種相談機関の連携による相談支援の充実を

図り、困りごとを早期に発見し、支援につなげられる仕組みづくりを進めていく必要があります。 
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図表８ 保健福祉に関する相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 

 

 

 

  

家族・親族

市役所など、行政機関

友人・知人

地域包括支援センター

医療機関・医師

ケアマネジャー（介護支援専門員）

近所の人

ながうら健康福祉支援室・地域包括支援ながう
らサブセンター

社会福祉協議会

民生委員・児童委員

高齢者支援施設

自治会や町内会

在宅サービスを行っているホームヘルパー・訪
問看護師など

保育所・子育て支援施設

障害者支援施設

ひらかわ健康福祉支援室・地域包括支援ひら
かわサブセンター

子育て世代総合サポートセンター

ガウランド（健康づくり支援センター）

警察・消防

障害者相談支援事業所「えがお袖ケ浦」

ボランティア

生活困窮者自立相談支援室

その他

誰もいない

無回答

66.7

50.4

25.2

14.6

13.8

12.5

8.0

8.0

7.2

4.4

3.8

3.4

2.5

2.1

2.1

1.1

1.1

0.9

0.9

0.6

0.4

0.4

0.8

1.5

3.2

67.1

59.0

31.9

7.6

23.1

8.1

10.6

8.5

7.9

8.3

5.4

4.9

4.0

3.2

3.1

-

-

-

2.0

-

1.1

-

0.9

0.4

2.7

0 20 40 60 80

平成30年度 n=(528)  

平成25年度 n=(554)  

(%)



36 

②バリアフリー化の促進 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

 ・高齢者等住宅整備資金貸付事業 

 ・重度障がい者（児）居室等増改築・改造資金貸付 ※平成28年３月31日付で制度廃止 

 ・道路・交通施設の整備 

 ・公園・児童遊園の整備 

 （主な課題等） 

➭ 高齢者等住宅整備資金貸付事業は、住宅の改修等に必要な資金の貸付であるため、対象者

は限定されるが、制度を周知していく必要がある。 

➭ 袖ケ浦駅海側地区における街区公園はバリアフリー化されているが、既存の公園について

はバリアフリー化されていない所も存在しており、今後、改修工事について検討する必要

がある。 

➭ 公園や緑地については生育した樹木が見通しを悪くしていることから、計画的な樹木の伐

採を実施する必要がある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する評価で、「バリアフリー化

の促進」は《不満》（17.4％）が《満足》（13.8％）を上回っており、重要度も高くなって

いる。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 旧道路の歩道が狭く危ない。 

➭ 図書館への道は、ベビーカー、自転車などが危ない。 

➭ 手入れを全くしない空地がある。 

➭ 子どもが遊べる公園がない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

引き続き公共施設や道路などのバリアフリー化を進めるとともに、支援を必要とする人の需要

を的確に捉えて、対応していく必要があります。 
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③移動手段の確保 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○地域住民の支え合いによる移動支援の仕組みづくり 

 ・地域支え合い活動支援事業（再掲） 

○移送サービスの充実 

 ・福祉カー管理運営事業 

 ・重度心身障害者福祉タクシー事業 

 ・通院送迎（移送）サービス事業 

 （主な課題等） 

➭ （再掲）「平川いきいきサポート」などの地域住民主体による地域支え合い活動の利用は

増加している。しかし、サービス提供者の平均年齢が高くなり、事業を継続していくため

の新たなサービス提供者を確保する必要がある。 

➭ 福祉カーが老朽化しており（平成15年車両）、またリフト付きでないことから、リフト付

き車両を導入する必要がある。 

➭ 通院送迎（移送）サービス事業の利用会員の中には、登録から数年経過している方が多く、

面接時と身体状況が変わってきているため、個々の変化に添った対応が必要である。また、

運転者ボランティアの確保が課題である。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域社会の中で安心して暮らしていくために大切だと思うことで、「交通

の便の改善」は34.1％と３番目に高い。 

➭ 住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する評価で、「移動手段の確保」

は《不満》（31.6％）が《満足》（10.8％）を上回っており、他の施策の中でも最も満足度

が低い。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 免許返納後の移動手段がない。 

➭ 病院、買い物の手伝いをしてほしい。 

➭ （再掲）公民館の講座に参加したいが、公民館までの交通手段が少なくて困っている。 

➭ 交通面が不十分で、地域活動への参加が難しい。 

 

 

【今後に向けた課題】  

「移動手段の確保」が市民の満足度の中で最も低く、移動手段に起因する生活不安や、交流拠

点への移動や地域活動に参加できないことへの不満などがあることから、地域における移動手段

を確保することが必要です。 
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④権利擁護の推進 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○成年後見制度利用支援事業の普及啓発 

 ・成年後見制度利用支援事業 

○日常生活自立支援事業の普及啓発 

 ・日常生活自立支援事業 

 

 

○虐待防止対策の推進 

 ・障害者虐待防止対策支援事業 

 ・高齢者虐待防止事業 

 ・虐待防止対策の推進 

 ・人権擁護事業 

 ・男女共同参画推進事業 

 （主な課題等） 

➭ 認知症や障がいなどにより、日常生活において金銭管理や契約行為等に不安が生じ、年々

成年後見制度の利用が必要な方々も増加していくものと考えられる。今後、相談に対応す

る人員の増や多様化かつ複雑化する相談に対応する専門性の強化が必要である。 

➭ 虐待を防止するために、通報や届出に関して十分な制度の周知を図る必要がある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査で、日常生活自立支援事業の認知度（《内容を知っている》 前回：14.8％ 

今回：12.7％）（図表９参照）や、成年後見制度の認知度（《内容を知っている》 前回：

39.9％ 今回：32.2％）が減少している（図表10参照）。若年層の認知度が低いというわ

けではなく、改めて全年代における認知度の向上を図る必要がある。 

➭ 住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する評価で、「権利擁護の推進」

《重要》（「重要」+「やや重要」）が28.0％にとどまり、各施策に比べて低い。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 虐待かどうか不明時の対応がわからない。 

➭ 子どもの泣き声がするが、どこまで踏み込んでいいかわからない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

日常生活自立支援事業や成年後見制度利用支援事業の認知度は、年齢層に関わらず低いことか

ら、認知症や障がいなどにより、日常生活において金銭管理や契約行為等に不安が生じる前に制

度の利用が検討できるよう、改めて全世代への普及・啓発が必要です。 

また、多様化かつ複雑化する相談への対応、虐待の発生予防・対応を行うため、専門性の強化

が必要です。 
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図表９ 日常生活自立支援事業の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表10 成年後見制度の認知度 
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⑤サービスの質の確保 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○福祉サービスの第三者評価等の普及啓発 

 ・事業者の第三者評価への実施のはたらき

かけ 

 

○福祉に関する相談員の派遣 

 ・介護相談員派遣等事業 

 （主な課題等） 

➭ 客観的な視点により評価されることで、サービスについて自発的に分析を行う機会とな

り、質の改善を図ることができると考えられることから、各事業所で取り組んでいくよう

助言等を行う。 

➭ 介護相談員派遣等事業は、新規で要介護認定を受けた方の自宅への訪問であり、高齢化の

進展に伴い、訪問対象者の増加が予測される。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域社会の中で安心して暮らしていくために大切だと思うことで、「福

祉・保健サービスの充実」は42.0％と最も高い。 

➭ 事業所における中核を担う職員の育成が追い付かないことや、福祉団体等における担い手

不足の現状から、スタッフの質の維持や活動の維持に課題が出ている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 （特にありませんでした） 
 
 

【今後に向けた課題】  

福祉サービスの改善・充実に向けて、引き続きサービスの質を確保できるよう、サービス利用

者の声を反映していく必要があります。 

 

⑥生活困窮者の自立支援 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○生活困窮者の自立支援 

 ・生活困窮者自立支援事業 

 ・生活福祉資金貸付 

 （主な課題等） 

➭ 生活困窮者の抱えている問題は経済的な問題だけではなく、心身の問題、家庭の問題と

様々な問題を複合的に抱えているため、自立への支援策が複雑多岐にわたる。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 事業所では、活動を行ううえで他の団体や機関と連携の必要性において、「相談者が複合

的な課題を抱えているとき」が65.5％となっている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 今は大丈夫だが先行きが不安である。 

➭ 年金だけでは生活が不安である。 
 
 

【今後に向けた課題】  

市役所の相談窓口や関係機関等が連携し、支援体制を強化していくことが必要です。 
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４．地域で守る安心・安全                             

 

①防犯活動の充実 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○防犯パトロールなどの自主防犯活動の推進 

 ・防犯対策運営事業 

 ・子どもの安全確保事業 

 ・児童・生徒指導センター運営事業 

 ・子ども安全パトロールの実施 

○消費者意識の啓発と消費者利益の保護 

 ・消費生活相談・啓発事業 

 （主な課題等） 

➭ 警察や関係団体との連携により、刑法犯認知件数は減少となったが、高齢者を狙った電話

詐欺について被害件数は減少したものの被害額は増加している。 

➭ 「子ども110番連絡所」の設置数を拡大するなど、各学校や地域住民の協力を得ながら、

児童生徒の安全確保に向けた取組を更に推進する必要がある。 

➭ 振込め詐欺や訪問販売などの手口は悪質巧妙化しており、消費生活センターは広報を通じ

た周知により、相談件数は増加しているものの、未だ認知度が低い。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する評価で、「防犯体制の充実」

は《不満》（15.5％）が《満足》（12.7％）を上回っており、重要度は「防災体制の強化」

に次いで２番目に高くなっている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 振り込め詐欺による情報や対策が必要。 

➭ 防犯について学校からの情報が少ない。 

➭ 登下校時の安全、見守り活動を強化していきたいと考えているが、どのようにすればよい

か悩んでいる。 

➭ 防犯灯の少ないところがある。 

➭ 地区によって子どもの見守りの目が少ない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

防犯については、行政や警察の対応だけでは限界があり、地域の力が不可欠ですが、自治会へ

の加入者の減少や脱退、担い手の高齢化などに起因し地域の防犯力が低下しており、その対応が

必要です。 
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②防災体制の強化 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○日常における防災対策の普及 

 ・災害ボランティアセンター事業 

 ・高齢者等家具転倒防止器具設置事業 

 ・災害時要援護者の支援 

 ・福祉避難所の指定・整備 

 ・防災訓練の実施 

 ・住宅用火災警報器の設置促進 

 

○震災火災対策における自主防災組織整備の

推進 

 ・震災火災対策自主防災組織整備事業 

○災害時要援護者の支援 

 ・災害時要援護者避難支援対策 

 ・福祉避難所の指定・整備（再掲） 

 ・木造住宅耐震化促進事業 

 （主な課題等） 

➭ 災害ボランティアセンターの運営に際して、職員対応マニュアルの点検・見直しが不完全

である。 

➭ 災害時要援護者等の受入れ体制を強化するとともに、要援護者のそれぞれの特性に合わせ

た福祉避難所の確保の推進を行う必要がある。 

➭ 自主防災組織の結成数は地区別防災訓練等の開催により結成数が向上し、地区による結成

数の偏りは解消しつつあるが、これからも自分たちの地域は、自分たちで守るという自覚、

連帯感に基づき自主防災組織の立ち上げが急務である。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 普段から行っている防災対策では、「近隣で開催される防災訓練への参加」（9.5％）、「自

治会内の防災組織や災害ボランティアの参加」（6.1％）、「近隣の高齢者、障がい者など、

避難に支援が必要な方への支援の取組への参加」（1.3％）などは相対的に低く、支え合い

の仕組みづくりはまだ進んでいないと考えられる（図表11参照）。 

➭ しかし、身近な地域の避難支援に関するボランティアについての考えは、「区や自治会、

自主防災組織として活動するのであれば手伝ってもよい」が40.0％で最も高く、「積極的

に手伝いたい」（14.0％）と合わせた《手伝ってもよい》は54.0％となっており、支え合

いの意識は比較的高い（図表12参照）。 

➭ 防災体制の強化について、住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する

評価で、重要度が最も高くなっている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 保育園や小学校での地域を巻き込んだ防災教育が必要である。 

➭ 有事（災害）時の安否確認の体制（連絡報告）が確立、周知されていない。 

➭ 災害に備えてもっと地域で（隣近所）交流できる場があるとよい。 

➭ 自主防災隊で行う活動に参加者が少ない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

防災については、自治会をはじめとした地域の日頃からのつながり、連携・協力による体制づ

くりがいざという時に大きな力となることから、引き続き自主防災組織の新規立ち上げや活性化

を進めるとともに、共助による防災活動意識を高めていくことが必要です。 
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図表11 普段から行っている防災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表12 身近な地域の避難支援に関するボランティアについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 
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③交通安全意識の高揚 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○交通安全の推進 

 ・交通安全対策事業 

 ・児童・生徒指導センター運営事業（再掲） 

 ・子ども安全パトロールの実施（再掲） 

 （主な課題等） 

➭ 警察や関係団体の協力を得ながら交通安全指導・啓発活動を行っているが、人身事故件数、

負傷者数ともに増加傾向にあり、平成30年中に交通死亡事故が５件発生した。 

➭ 高齢化が進展することから、高齢者への交通安全の指導及び啓発にいっそう取り組むとと

もに、運転免許証の自主返納を促す取組が必要である。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の地域社会の中で安心して暮らしていくために大切だと思うことで、「防

犯・交通安全・防災のための地域の見守り・パトロールの充実」は 30.7％と４番目に高

い。 

➭ 住民意識調査の「袖ケ浦市地域福祉計画」の主要施策に対する評価で、「交通安全意識の

高揚」は《重要》（「重要」+「やや重要」）が54.5％と５番目に重要視されている。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 子どもの通学路の安全対策で、まだ必要な場所が多いのが問題である。 

➭ 地域にある信号で、青信号の時間が短いところがある。 

➭ ４０９号線に歩道やガードレールがない。大型車が多く危険である。 

➭ （再掲）免許返納後の移動手段がない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

引き続き交通安全指導・啓発活動に取り組み、交通安全意識の向上に努めていくことが必要で

す。また、高齢者の運転免許証の自主返納を促す取組が求められています。 
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５．地域福祉推進の基盤づくり  

 

①地区社会福祉協議会活動への支援 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○地区社会福祉協議会活動への支援 

 ・地区社会福祉協議会運営事業の支援（再掲） 

 ・地区社会福祉協議会の運営強化 

 （主な課題等） 

➭ （再掲）身近な地域において、高齢者、子育て中の親子等が孤立しないよう、地域交流・

世代間交流の拠点としての地域ふれあいサロンを、地区社会福祉協議会と協力して地域住

民が主体となり実施していく必要がある。 

➭ 各地区社会福祉協議会活動が活発になったことに伴い、助成金額が増加傾向にある。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 住民意識調査の社会福祉協議会の主な事業・活動で知っているものでは、「地区社会福祉

協議会活動（敬老会・ひとり暮らし高齢者への給食サービス・サロン事業・ひとり暮らし

高齢者ふれあいバスツアー・広報紙など）」が28.8％と３番目に高く知られているが、「広

報紙「そでがうらし社協だより」」（71.4％）、「募金活動（赤い羽根共同募金・歳末たすけ

あい募金 など）」（64.0％）に比べて相対的に低い。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 近くに身近なお茶のみ場（サロン）がない。 

➭ いきいきサロン参加者が少ない。横の連絡があまりない。 

➭ 独居高齢者の配食サービスは充実しているのかわからない。 

 

 

【今後に向けた課題】  

地区社会福祉協議会を中心とした、地域住民、福祉関係事業所、福祉関連団体等の取組を支援

すると同時に、定期的に情報の共有や連携の強化を図る機会を設けるなど、顔の見える関係づく

りをしながら、各地区の地域福祉活動の推進に努めていくことが必要です。 
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②地域活動団体等の協働の体制づくり 

 市の取り組んだ施策や事業とその課題 

 （市の施策や事業） 

○地域活動団体等の協働に向けた支援 

 ・地域福祉推進地区懇談会の設置 

 ・青少年育成地区住民会議への支援 

 ・総合型地域スポーツクラブ活性化事業 

 （主な課題等） 

➭ 地域には様々な活動を行う団体があるが、活動領域間のつながりが希薄である。地区懇談

会の趣旨について理解を求め、継続した開催を行う必要がある。 

➭ 総合型地域スポーツクラブは、各地域まとまりのある活発な活動を実施しているが、新規

会員の加入が伸び悩み、役員等中核を担っている方々の高齢化が顕著なことから、クラブ

の将来を牽引する次世代の育成が課題である。 

 住民意識調査、事業所・福祉関係団体調査及びヒアリングからの課題 

 ➭ 事業所、福祉関係団体とも連携の必要性を強く感じているが、その課題は「接点・交流の

機会が少ないこと」（事業所：46.7％ 福祉関係団体：44.8％）が最も高い。 

 地区懇談会であげられた課題 

 ➭ 集まりの場に参加する人が固定化している。 

➭ 地区を超えた大きなイベントが少ない。 

➭ 身近で出来るスポーツの場所（総合型）を活用してほしい。 

➭ 地域のスポーツクラブの参加者が高齢化している。若い人の参加がほしい。 

 

 

【今後に向けた課題】  

それぞれの団体の交流を深め、団体同士で協力して、地区内での助け合いを進められる仕組み

づくりに結び付けることが必要です。 

 

 

（３）社会福祉協議会の課題 

施策体系ごとの課題に加え、共に地域福祉を進めていく団体である社会福祉協議会については、

以下のような課題があげられています。 

 

①社会福祉協議会会員加入数の伸び悩み 

一般会員は、自治会を通じた会員募集を行っていますが、自治会の加入率の低下の影響や会員へ

の加入申込みが全くない自治会が出てくるなどしており、会員数は減少傾向にあります。また、法

人会員数も、おおむね横ばいで推移しており、ＰＲ活動及び顔の見える関係づくりが課題です。こ

れら、会員数の伸び悩みは、社会福祉協議会の自主財源のひとつである会費の減少にも繋がります。 
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②社会福祉協議会の認知度 

住民意識調査では、社会福祉協議会は、４割以上の方に認知されていましたが、５年前に比べる

と減少しています。また、「広報紙「そでがうらし社協だより」」、「募金活動（赤い羽根共同募金・

歳末たすけあい募金など）」の事業は知られていますが、それ以外の事業の認知度は高くありません。 

 

③社会福祉協議会への期待 

社会福祉協議会には、「福祉に関する総合相談サービスの充実」、「高齢者や障がいのある人などが、

地域で生活するための自立支援」、「介護保険や障がい福祉サービス以外の在宅福祉サービスの充実」、

「児童福祉サービス、子育て支援の充実」など、幅広い期待が寄せられています。活動の充実を図

る上で重要と思われることとして、「活動内容をもっと知ってもらうこと」が重要視されており、地

域福祉の推進の中心的役割を担う組織として、全世代・全対象に、より多く理解してもらうことが

必要です。 

 

（４）地域福祉計画の推進に関する課題 

住民意識調査では、これまでの袖ケ浦市における福祉施策の取組に対する満足度をたずねました。

その結果は、《満足》（「満足」+「やや満足」）が33.5％となっているものの、「わからない」が47.2％

みられ、市民に福祉施策がよく知られているとはいいがたいと考えられます（図表13参照）。 

事業所、福祉関係団体へのヒアリングの際には、ヒアリング参加者へ地域福祉計画と地域福祉活

動計画の認知度をたずねてみましたが、あまり知られていない状況にあります。 

地域福祉は、地域住民、事業所、団体、行政など、みんなが一体となって取り組んでいくもので

あり、それに向けた行政の考え方や施策、地域における取組などを体系的にとりまとめた地域福祉

計画、地域活動計画を活用していくためにも、周知に向けた取組を積極的に推進していくことが重

要です。 

 

図表13 これまでの袖ケ浦市における福祉施策の取組に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

資料 平成30年度地域福祉に関する住民意識調査 
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２ 第３期計画の実施に向けて 

法制度の改正を含め、福祉を取り巻く環境は変化しており、これからも進行していく少子高齢化

などに対応するべく、自助、互助・共助、公助のバランスが取れた地域共生社会の実現を目指した

施策の展開が求められています。 

この地域共生社会という考え方は、地域において、誰もが役割を持ち、つながり、支え合うこと

により、孤立せずにその人らしい生活を送ることができるような社会を目指すというもので、本市

がこれまで行ってきた取組と方向性が異なるものではありません。 

このため、第３期計画の策定にあたっては、前計画における事業や調査等の振り返りによる課題

を総括するとともに、課題解決に向けて取り組むべき事項を５つに分けて整理しました。 

 

① 福祉情報の発信と普及啓発 

地域福祉の推進には多くの市民の方々や多様な主体の参加が必要となりますが、そ

れらの方々に対し必要な情報が行き渡らなかったり、情報が分かりづらいといった、

情報提供や共有についての課題は依然として残っています。また、福祉を身近な問題

として捉える機会や、地域には様々な支援を必要とする人がいるということを知って

もらう機会を充実させる必要があります。 

そのため、福祉情報の提供・発信の充実に努め、様々な場面での福祉教育を展開し、

個々の福祉への関心をより高めるとともに、福祉の大切さを理解してもらう取組を推

進していく必要があります。 

 

 ⇒計画の目標１ へ 

 

② 多様な関係性を築く交流のあり方 

前計画でも地域のつながりの回復を目指して、市民のつながり、身近な交流の場づ

くりを進めてきましたが、自治会の加入率の低下や近所づきあいの希薄化などの傾向

がみられます。また、防犯や防災については、自治会をはじめとした地域の日頃から

のつながり、連携・協力による体制づくりがいざという時に大きな力となることから、

今後も市民のつながり、交流の場づくりの強化を続けなくてはなりません。 

そのため、日ごろからの声のかけ合いをはじめ、地域内のつながりを促す取組や、

身近な交流の場に地域の住民が気軽に参加できるようにしたり、身近な交流の場とし

て地域の集会場などを活用する機会を増やす必要があります。また、地域住民や関係

機関の連携などによる日常における防災対策の普及など、非常時や緊急時に備えた地

域のつながり、体制づくりを引き続き進めていく必要があります。 

 

 ⇒計画の目標２ へ 
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③ 地域福祉を担う人材の育成 

ボランティアをはじめ地域福祉を担う人材の育成に取り組んできましたが、地域福

祉の担い手の高齢化・固定化傾向に対し、定年の延長や運転免許の返納など、新たな

課題が発生している状況にあります。また、ボランティア等への参加意向に対し、実

際の活動参加につなげていく必要があります。 

そのため、今後の福祉活動を維持・拡大していけるよう、市民の方々が地域福祉活

動を紹介し合ったり、得意なことを生かせる場の提供を検討したりしながら、地域福

祉の新たな担い手を発掘し、育成していく必要があります。また、地域福祉活動に関

わる方々や、福祉の専門職として介護や相談など様々な機関で働く人々、市専門職員

などのスキル向上に向けた取組を充実させていく必要もあります。 

 

   ⇒計画の目標３ へ 

   

④ 福祉のサービス体制、仕組みの充実 

誰もが暮らしやすいまちづくりの推進として、公共施設や道路などのバリアフリー

化や、市民ニーズに対応する移動手段の確保については、設備の充実だけでなく人の

支援を必要とすることも多く、ハード（設備）面と併せて、みんなの助け合いが広が

るようなソフト（意識醸成）面も含めた福祉のサービス体制、仕組みの充実を進める

必要があります。 

また、福祉に係る相談事業への需要が増加傾向にあり、一人でも多くの方の困りご

とを解決するために、地域住民主体による地域支え合い活動の促進や、各種相談機関

の連携による相談支援の充実を図り、困りごとを早期に発見し、支援につなげられる

仕組みづくりを進めていく必要があります。あわせて、生活困窮者の自立支援や、日

常生活自立支援事業や成年後見制度利用支援事業等の権利擁護の推進についても、必

要となる方が利用できるよう、制度の普及・啓発が必要です。 

 

 ⇒計画の目標４ へ 

 

⑤ 地域福祉推進のネットワーク 

地域福祉を推進するにあたっては、身近な地域ごとに、地域活動団体等がその特性

に合わせた活動を行い、交流を深め、団体同士で協力して、地区内での助け合いを進

めていくことが望ましいと考えられますが、地域住民、福祉関係事業所、福祉関連団

体、行政等の横断的な連携が十分に取れていないケースも見受けられます。 

そのため、各主体の取組を支援すると同時に、定期的な情報共有及び連携強化を図

る機会を設けるなどして、各主体の顔の見える関係づくりを進めていく必要がありま

す。 

 

 ⇒計画の目標５ へ 
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第４章 計画の基本的な考え方と目標 
 

１ 基本理念 

本市では、袖ケ浦市総合計画において、市の将来都市像を「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 

安心のまち 袖ケ浦」とし、その実現のために、「誰もが活躍するまち」、「安心して暮らせるまち」、「人が集

まる活気あるまち」を重視する視点とし、「みんなでつくるまち」を共通の視点として、「子育て・教育・文化」

「健康・医療・福祉」「防災・防犯・環境」「都市形成・都市基盤」「産業」「市民活動・行財政」の６つの分野を

配置し施策を進めています。 

地域福祉計画（第２期）においては、誰もが住み慣れた地域で、安心で充実した生活を送れるよう、高齢

者、障がいのある人、子どもや子育て中の人などが区別されることなく、健康でいきいきと暮らすことができ

る地域社会をつくっていくことを目的として、地域福祉計画（第１期）の基本理念を継承し、「市民誰もがそ

れぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづくり」を基本理念としました。 

これまでの基本理念は、本市の豊かな将来を描くものであり、計画策定後数年を経過し、地域福祉を取

り巻く環境が変化する中でも、私たちみんなが持つ普遍的かつ基本的な考え方にほかなりません。そして、

袖ケ浦市総合計画の基本的視点も考慮し、地域の市民がそれぞれ役割を持ち、支え合いながら、自分ら

しく活躍できる地域づくりを目指します。 

そこで、本計画においては、これまで掲げてきた理念と進めてきた取組を踏まえ、市民が自ら福祉活動

に取り組み、生きがいを持って、地域福祉を推進していくうえで地域と市、市社協など関係機関が互いに

協力していくという考え方を大切にして、市民誰もが個人として尊重され、その人らしく安心して暮らせるま

ちの実現を目指し、基本理念を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（基本理念） 

「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい 

安心で充実した生活をおくれるまちづくり」 



51 

基本理念をもとに地域福祉を推進していくにあたり、各施策や事業を横断的に照らす前計画の３

つの基本視点は、普遍的、基本的なものであると考えられます。 

   〔前計画の基本視点〕 

    ○基本視点１ すべての個人の人間性を尊重します 

    ○基本視点２ 自立した日常生活を支えるためのネットワークづくりを推進します 

    ○基本視点３ 市民参加による協働と助け合いのまちをつくります 

 

本計画においては、それらの基本視点を継承しつつ、福祉分野の大きな潮流でもある包括的な支

援体制づくりの姿勢を加味しながら、各施策や事業に取り組むものとします。 

 

 

 

 ・障がいの有無や国籍・性別・年齢等の違いを認め合い、それぞれの価値観を大切にし、個人

個人が持っている能力を生かしながら、自分らしく生活できるようにしていきます。 

 

 

 

 

 ・地域包括ケアシステムにおける支援の包括化、地域連携、ネットワークづくりは、これから

の地域共生社会の実現に向けてのベースとなる考え方、仕組みです（Ｐ２参照）。現在の取組

を着実に進めつつ、「必要な支援を包括的に提供する」ことができるよう、地域福祉を推進す

る体制の充実を図るとともに、地域の多様なネットワークの連携と協働を深め、総合的な地

域福祉を推進します。 

 

 

 

 ・市民や団体等、地域の人々が福祉活動を理解し、行政とともに参加し協力して活動できる環

境をつくります。 

  

○基本視点２ 包括的な支援体制づくりを推進します 

○基本視点１ すべての個人の人間性を尊重します 

○基本視点３ 市民参加による協働と助け合いのまちをつくります 
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２ 計画の目標 

本計画では、基本理念「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活

をおくれるまちづくり」の実現に向け、前述の５つの課題解決に向けて取り組むべき事項から、第

３期計画における５つの計画の目標を設定し、施策を体系的に展開していくこととします。 

 

計画の目標１ 福祉の情報提供と教育の充実 

市の地域福祉の総合的な底上げを図るための第一歩として、福祉に関する情報が広く浸透すること、

福祉意識を広げることが大切です。 

情報を発信すること、福祉教育への取組や福祉に触れる機会を充実させることで、一人ひとりの

福祉への意識を高め、みんながお互い理解し、尊重し合えるようになることを目指します。 

そのため、この目標では、次の施策に取り組みます。 

（1）情報の提供と共有のシステムづくり 

（2）福祉教育の充実 

 

計画の目標２ 地域のつながりの充実 

核家族化及び少子化に伴う世帯規模の縮小や近隣との関わりの希薄化などによる地域からの孤立

を防ぎ、できる限り長く住み慣れた地域でいきいきと暮らしていくために、隣近所とのつながりを

持つこと、自分の地域について知ること、身近に顔を出せる場所があることが大切です。 

地域のことをみんなで考える機会を充実させることや身近な居場所づくりを進めることで、人と

の出会いやつながりが生まれ、ひいては非常時や緊急時にも備えられた地域づくりを目指します。 

そのため、この目標では、次の施策に取り組みます。 

（1）地域での多様なつながりと支え合いの推進 

（2）地域交流の場づくり 

 

計画の目標３ 地域の福祉に関わる人材づくり 

地域での生活がより豊かになるには、公的な福祉サービスの充実だけでなく、地域福祉の担い手

の裾野を広げ福祉活動を継続させていくことが大切です。 

ボランティア活動の場と機会を充実させることや、地域福祉活動をけん引する人材を育てること、

福祉活動に関わる様々な人たちがスキルアップするための体制を整えることで、市内での福祉活動

を充実させ、次の世代へも受け継がれていく仕組みづくりを目指します。 

そのため、この目標では、次の施策に取り組みます。 

（1）ボランティア活動の推進 

（2）地域福祉の担い手の育成  
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計画の目標４ 地域福祉サービス・仕組みの充実 

高齢者や小さな子ども、障がい者など、あらゆる立場の人が快適に、安心して暮らしていくため

には、誰もが社会参加しやすい環境が整えられていることや、身近なところで困りごとを相談でき、

支援を受けられることが大切です。 

施設等の設備におけるハード面と併せて、みんなの助け合いが広がるような意識的なソフト面も

含めた福祉のサービス体制、仕組みの充実を進めて、誰もが社会参加しやすくなることを目指すと

ともに、地域住民主体による地域支え合い活動の促進や、各種相談機関の連携による相談支援の充

実を図り、必要な人へ必要な支援がつながるまちをつくることを目指します。 

そのため、この目標では、次の施策に取り組みます。 

（1）バリアフリー化の促進 

（2）移動手段の確保 

（3）交通安全意識の高揚 

（4）サービスの質の確保 

（5）生活困窮者の自立支援 

（6）権利擁護の推進 

 

計画の目標５ 地域福祉推進への支援 

身近な地域の生活や福祉の課題に対応していくためは、地域の住民や当事者、関連機関などの人々

の参画意識の醸成や活動に取り組む体制の構築が必要です。 

地区社会福祉協議会等と協力して、地域における既存の活動・仕組みを維持・充実させるととも

に、定期的な情報共有及び連携強化を図る機会を設けるなどして、地域の課題を地域で支え合い、

解決できる基盤を構築・発展させることを目指します。 

そのため、この目標では、次の施策に取り組みます。 

（1）地区社会福祉協議会活動への協力、支援 

（2）地域活動団体等の協働の体制づくり 
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３ 計画の体系 

本計画の施策体系を、以下のとおり定めます。これらの施策を総合的かつ計画的に、互いに連携を

図りながら推進します。 
 

基本理念 
「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい 

安心で充実した生活をおくれるまちづくり」 
 

 
基本視点 

１ すべての個人の人間性を尊重します 

２ 包括的な支援体制づくりを推進します 

３ 市民参加による協働と助け合いのまちをつくります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 地域の福祉に関わ
る人材づくり 

（１）ボランティア活動の推進 

施策 

４ 地域福祉サービス 
・仕組みの充実 

計画の目標 

（１）地域での多様なつながりと支え合いの推進 

２ 地域の 
つながりの充実 

（１）情報の提供と共有のシステムづくり 

（２）福祉教育の充実 

（２）地域交流の場づくり 

（１）バリアフリー化の促進 

（３）交通安全意識の高揚 

（４）サービスの質の確保 

（５）生活困窮者の自立支援 

（１）地区社会福祉協議会活動への協力、支援 

（２）地域活動団体等の協働の体制づくり 

５ 地域福祉推進への
支援 

（２）地域福祉の担い手の育成 

１ 福祉の情報提供と
教育の充実 

（６）権利擁護の推進 

（２）移動手段の確保 
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展開する施策 

① ボランティアセンター等の支援 

② 各種ボランティア養成の支援 

① 地域リーダーや福祉活動に携わる人の養成支援 

② 福祉活動の相談指導専門職員等の資質向上 

① 身近な地域でのつながりを深める取組 

② 要援護者への見守り・声かけ・支え合いの推進 

③ 地域における支え合いの促進 

④ 防犯パトロールなどの自主防犯活動の推進 

⑤ 日常における防災対策の普及 

⑥ 災害時要援護者の支援 

① 地域活動団体等の協働に向けた支援 

① 福祉に関する総合的な情報提供の充実 

① 家庭における教育の推進 

② 学校における福祉教育の推進 

③ 生涯学習としての福祉教育の推進 

① 身近な交流の場づくりの推進 

② 公共施設、地区集会施設等の有効活用の推進 

① 成年後見制度利用支援事業の普及啓発 

② 日常生活自立支援事業の普及啓発 

③ 虐待防止対策の推進 

④ 人権意識の啓発 

⑤ 消費者保護対策の推進及び消費者意識の向上 

① 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

① 交通安全の推進 

① 福祉に係る相談体制の充実 

② 福祉に関する相談員の派遣 

③ 福祉サービスの第三者評価等の普及啓発 

① 生活困窮者の自立支援 

① 地区社会福祉協議会活動への協力、支援 

① 移送サービスの充実 
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４ 協働による計画の推進 

本計画を円滑に推進していくためには、地域社会を構成する地域住民、福祉事業所・団体等、社

会福祉協議会、行政などが地域課題への共通認識を持つとともに、「自助」、「互助」・「共助」、「公助」

というそれぞれの役割を担い、自発的・自主的な取組や協働での取組を行っていくことが重要です。 

 

（１）「自助」、「互助」・「共助」、「公助」 

  本計画では、「自助」、「互助」・「共助」、「公助」の定義は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域住民に期待する役割 

地域福祉計画の実現には、地域住民、事業所・団体、社会福祉協議会、そして行政が一体となっ

て主体的に推進していくことが必要です。特に、地域に住み、地域を一番よく知っている地域住民

の一人ひとりが地域福祉を推進する主役といえます。地域住民は福祉サービスの利用者であるだけ

でなく、その提供者・サポーターでもあります。 

自らの住む地域に関心を持ち、ボランティアなどをはじめとした地域活動への参加を通じて、地

域福祉への関心や理解を深め、地域への愛着を持って、地域の課題を解決する活動に取り組むこと

が期待されます。 

 

 

【公助】 

市や社会福祉協議会、また、保健・医療・福祉のサービス提供事業者が地域で専門性を

発揮して取り組む活動を、「公助」といいます。また、「自助」、「互助・共助」を支援する

施策（環境整備など）も「公助」といえます。 

【互助】・【共助】 

地域の区・自治会、民生委員・児童委員等が互いに助け合って取り組む活動や、地域内

での近所づきあい、支援が必要な方を気にかけることや話し相手になること、など、 

相互に支え合っている状態を、広い意味で「互助」・「共助」といいます。 

【自助】 

地域住民や家族が支え合い、自ら生活課題などに取り組むことを、「自助」といいます。

また、日頃から地域の一員として地域内でのつながりを作ることや、自助のみでの解決が

難しい問題について助けを求めることも「自助」といいます。 
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（３）福祉事業所・団体等などに期待する役割 

地域福祉の推進には関係機関や福祉事業所・団体及び企業の果たす役割は大きいと考えられます。 

福祉事業所には、自主的なサービスの質の向上と多様なサービスの提供を図っていただくととも

に、専門性を生かして、積極敵に地域福祉の拠点としての役割を発揮してもらうことが期待されま

す。 

団体等には、地域の支え合いの活動主体（担い手）として、地域福祉活動の実践や地域の生活課

題の解決に向けて柔軟に対応していただくとともに、地域住民に向けて、活動参加の受け皿を提供

することが期待されます。 

 

（４）社会福祉協議会の役割（地区社会福祉協議会を含む） 

社会福祉協議会は、従来から地域住民主体による様々な地域福祉活動を推進するとともに、市の

様々な福祉事業を受託するなど、公共性の高い民間非営利組織として活動してきた経緯を踏まえ、

地域福祉推進の中心的な役割を果たす団体として、地域における福祉関係者や関係機関、団体等と

連携し、地域の連帯と支援の輪を広げていくという重要な役割を果たしていくことが期待されてい

ます。 

今後は、地域福祉を地域住民主体で推進するため、現在社会福祉協議会が実施している事業等の

見直しや拡充、また、６つの地区社会福祉協議会（昭和地区、長浦地区、蔵波地区、根形地区、平

岡地区、中川・富岡地区）に地区担当者を配置しており、その資質の更なる向上などへの取組にも

期待されます。 

 

（５）行政の役割 

市は、本計画の基本理念の実現を目指して施策を総合的に推進し、地域福祉の向上に努めます。 

地域福祉の活動は、地域住民や関係者等による支え合い、助け合いの活動を主体としていますが、

その活動を支えていくためには、公的な福祉サービスの実施や地域における福祉活動の基盤整備な

どが重要です。必要な人が必要なサービスを受けられる仕組みを構築し、地域住民、福祉関係事業

所・団体、社会福祉協議会との連携・交流の強化を図り、福祉活動の基盤整備に取り組んでいきま

す。 

 

 

住民にとって最も身近な社会福祉協議会として、地域住民が主体となり組織されている任意

の団体です。地域の福祉課題を捉え、より具体的な福祉活動（事業）を展開していく住民が主

体となった福祉のまちづくりの推進役です。地区社会福祉協議会は、自治会、民生委員児童委

員協議会をはじめ地域の諸団体から選出された方と地域住民などによって構成されています。

袖ケ浦市内に６地区の地区社会福祉協議会が組織されています。 

 

  

コラム：地区社会福祉協議会（地区社協）とは 
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第５章 基本目標と施策の展開 
 

計画の目標１ 福祉の情報提供と教育の充実 

（１）情報提供と共有のシステムづくり 

市民が必要なときにいつでも必要な福祉サービス等の情報を入手できるよう、広報紙や回覧、掲

示板、インターネットなど、いろいろな媒体を活用して、総合的な情報提供を充実します。 

また、受け手に合わせた情報提供手段を選択し、情報のバリアフリー化として市民の間に情報格

差をなくすことで、公平にサービスの提供が受けられるようにしていきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・日頃から自分で情報を得る手段を持つように心がけます。 

・市からの配布物は目を通すとともに、家族で情報の共有に努めま

す。 

・得た情報は周りの人と共有するようにします。 

地域（互助・共助） 

・自治会で各種（スポーツ、文化）グループの紹介と参加の働きか

けをします。 

・集会の場でパンフレットを配るなど、ボランティア・住民活動な

どの情報を広げ、地域で共有します。 

・市や社協などからの情報を地域で共有します。 

・福祉事業所・団体等も地域の集まりに積極的に参加し、自らの活

動内容や関連機関の福祉情報などのＰＲをします。 

市、社協（公助） 

・福祉情報を総合的に伝えるように努めます。 

・広報、インターネットによる情報提供を分かりやすくし、内容の

充実に努めます。 

・対象者に合わせた方法での情報提供に努めます。 

・ＳＮＳをはじめとした新しい媒体の活用を模索します。 

・事業者や団体の活動拠点にパンフレット・チラシ等の設置協力を

進め、福祉サービスや地区の取組等を伝えていきます。 

・地域福祉の担い手にパンフレット・チラシ等を提供し、福祉サー

ビスや地区の取組などを伝えていきます。 

・行政、自治会、民生委員・児童委員の間で個人情報の保護に配慮

しつつ、支援を必要としている人の情報の共有化に努めます。 
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■展開する施策 

①福祉に関する総合的な情報提供の充実 

「広報そでがうら」（市）、「社協だより」（社協）、各種福祉サービスガイドなどの配布や、

市や社協のホームページへの掲載、福祉施設への各種パンフレットの設置等、対象者の年齢を

考慮して届きやすい方法によって、制度の内容や改正などを含めた総合的な情報を提供しま

す。また、障がいのある人や高齢者に配慮した情報提供に努めるとともに、多様なメディアへ

の対応も検討します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉に関する情報提供

の充実 

【地域福祉課】 

【障がい者支援課】 

【介護保険課】 

【高齢者支援課】 

【子育て支援課】 

【保育課】 

【社会福祉協議会】 

福祉に関するチラシ等の配布による制度の
周知やホームページ等による情報提供を行い
ます。 
・福祉に関する各種チラシの配布 
・日本赤十字社からのチラシの窓口配布 
・社会福祉協議会からのチラシの窓口配布、
ホームページによる情報提供 

・各種義援金に関する広報、ホームページ等
による情報提供 
また、福祉に関するより良い情報提供の内

容、方法について検討を行います。 

チラシ、広報及び
ホームページ等に
おける福祉に関す
る各種情報提供回
数 

【各課ごと】 

2回 2回 

子育て支援ポータルサ

イトによる情報提供 

【子育て支援課】 

子育て支援ポータルサイト「はっぴー．ネッ

ト」にて、各種子育て関連団体の情報提供を行

います。 

年間閲覧数 

2,674 

(単年度） 

4,000 

(単年度） 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

市民活動情報サイトに

よる情報提供 

【市民活動支援課】 

市民に対して、市民活動情報サイト「ガウ

ラ・ナビ」により、市内で活動する市民活動団

体・ボランティア団体等の情報提供を行いま

す。 

市民活動情報サイ
トへのアクセス数 

2,728回 4,100回 

市政（まちづくり）講

座 

【市民活動支援課】 

地域コミュニティで活動する担い手を養成

するため、地域づくりに役立つ知識を学ぶ講座

を実施します。 

まちづくり講座参

加者 

14人 16人 

まちづくり講座開

催数 

7回 7回 

職員出前講座 

【生涯学習課】 

市民の学習機会の拡大を図り、市政に関する

情報を市民に提供します。 

開講数 

170 180 

受講者数 

6,182人 6,200人 
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（２）福祉教育の充実 

地域福祉の推進を図るには、高齢者や障がいのある人に対する理解と思いやりの心を育むことや、

どのようなことが地域の福祉につながるのかということを理解することが重要です。 

このため、幼児期から高齢期にいたるまで、生涯にわたり、すべての生活の場面において優しさ

を育み、地域への関心を深められるよう、講座やイベントなどを通じて福祉への理解を広めたり、

福祉体験の機会を増やすなど、様々な対象に向けた福祉教育を推進していきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・積極的に講座やイベントなどをはじめとした学習の場へ参加しま

す。 

・家庭で親子の会話を大切にしていきます。 

・高齢者や障がいのある方など、身近に支援を必要とする人がいる

ことに関心を持つようにします。 

・地域の生活課題などに関心を持つようにします。 

地域（互助・共助） 

・高齢者や障がいのある人が参加しやすい地域活動に努めます。 

・地域の生活課題などをみんなで話し合う機会を持つよう努めます。 

・福祉講座やイベント等を開催し、福祉教育を進めます。 

・商店・企業等は、高齢者や障がいのある人など、支援を必要とす

る人に配慮したサービス提供に努めます。 

市、社協（公助） 

・地域福祉の認知度を高め、理解を深めるため、幅広い層に向けた

福祉教育の充実に努めます。 

・蓄積した福祉教育の経験をプログラム化し、地域の中で理解され

にくい課題について、積極的に理解を進めていきます。 

・学校だけでなく、地域や企業等を含めた福祉教育の実践に努めま

す。 

・周知方法や実施方法、内容などの改善を検討します。 
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■展開する施策 

①家庭における教育の推進 

幼児期においては、愛情により結ばれた親子のふれ合いを通じて、人に対する信頼感、豊か

な情操、思いやりなど子どもの心を育む家庭での教育を推進するための情報を提供しています

が、今後はより幅広く提供できるよう、関係各課や関係機関等とともに実施方法や内容などの

改善などを検討していきます。 
 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

子どもを育む、学校・

家庭地域推進事業 

【学校教育課】 

学校・家庭・地域が連携しながら子どもを育

むため、地域ぐるみで学校を支援する体制づく

りを進めるとともに、その指針である「袖ケ浦

市子育ての提言」や基本的生活習慣を身につけ

させるための「がうらっ子の心得」を活用し、

健全育成のための啓発を行います。 

１中学校区あたり
の学校支援ボラン
ティア登録者数 

155人 120人※1 

家庭教育総合推進事業 

【生涯学習課】 

【市民会館・公民館】 

発達段階に応じた子育てに関する学習機会を

提供するため、家庭教育支援に関する総合的な

取組について検討し、各公民館実施の家庭教育

学級により、家庭教育力の向上を図ります。 

家庭教育及び子育てに関する施策の充実と情

報の共有を図るため、関係課が連携した家庭教

育推進協議会を開催します。 

子育てに関する悩
みや不安を軽減で
きたとする受講者
の割合 

－ 70％ 

家庭教育学級参加
人数 

1,033人 800人※2 

※1…学校として確保したい登録者数を目標値として設定 

※2…講座内容を精査し、講座回数、参加予定人数の見直しを行い、目標値を設定 

■展開する施策 

②学校における福祉教育の推進 

学校教育として福祉に関する体験学習などを実施し、引き続き、児童や生徒などが地域の一

員として福祉に関する理解を深め、実践的な態度を育てるとともに、今後は学習内容の更なる

充実も図っていきます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉教育推進事業 

【社会福祉協議会】 

多様な生き方を受け入れ共に生きる力を育む

とともに、豊かな福祉観を形成して、福祉に対す

る理解を促進するため、福祉教育を推進します。 

福祉教育の実施回
数 

7回 7回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉体験学習等による

福祉教育の推進 

【学校教育課】 

学校において車いすや障がい者・高齢者の疑

似体験器具を使用した福祉体験学習等を実施

し、児童生徒が地域の一員として、福祉に関す

る理解を深め、実践的な態度を育てます。 

高齢者・障がい者と
触れ合う体験的学
習をした割合 

99.6％ 100％ 
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■展開する施策 

③生涯学習としての福祉教育の推進 

市民を対象として、福祉や家庭教育に関する内容の講座などを開催します。また、生涯各期

にわたる全ての世代に向けた福祉教育の実施や、その時々の社会情勢などに拠る課題にも対応

していけるよう、関係各課や関係機関等とともに講座内容の検討を進めていきます。  

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地域福祉フェスタ 

【社会福祉協議会】 

各地区の公民館を使用して、地域の特色を活

かしたイベントを企画をし、多くの方が地域福

祉を身近に感じられる機会を設けるために、各

団体と協力し実施します。 

地域福祉フェスタ
開催回数 

1回 1回 

ボランティア養成事業 

【社会福祉協議会】 

福祉意識の醸成とボランティアの発掘ため、

世代や対象者別等の入門講座を開催します。 

ボランティアリーダーの養成のため、ボラン

ティアグルーブの役員等へ研修会の情報提供及

び参加の促進を行います。 

ボランティア入門
講座開催回数 

2回 3回 

ボランティアリー
ダー養成講座への
参加者数 

2人 3人 

福祉教育推進事業 

（再掲） 

【社会福祉協議会】 

  

多様な生き方を受け入れ共に生きる力を育む

とともに、豊かな福祉観を形成して、福祉に対

する理解を促進するため、福祉教育を推進しま

す。 

福祉教育の実施回
数 

7回 7回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

家庭教育総合推進事業 

（再掲） 

【生涯学習課】 

【市民会館・公民館】 

発達段階に応じた子育てに関する学習機会を

提供するため、家庭教育支援に関する総合的な

取組について検討し、各公民館実施の家庭教育

学級により、家庭教育力の向上を図ります。 

家庭教育及び子育てに関する施策の充実と情

報の共有を図るため、関係課が連携した家庭教

育推進協議会を開催します。 

子育てに関する悩
みや不安を軽減で
きたとする受講者
の割合 

－ 70％ 

家庭教育学級参加
人数 

1,033人 800人※3 

青少年教育推進事業 

【生涯学習課】 

【市民会館・公民館】 

児童等を対象に体験活動の機会を提供し、社

会生活に必要な規範意識や協調性を醸成するた

め、青少年健全育成団体への支援や講座等を実

施します。 

講座開催回数 

61回 63回 

参加延べ人数 

1,395人 1,500人 

   ※3…講座内容を精査し、講座回数、参加予定人数の見直しを行い、目標値を設定 
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関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

成人教育推進事業 

【生涯学習課（三学

分）】 

市民の学習ニーズと地域課題や生活課題に対

応した講座等を実施します。 

参加者数 

【三学大学分】 

1,800人 1,350人
※4 

年間開催 

【三学大学分】 

4回 3回※4 

講座の延べ開催回
数 

【各公民館分】 

100回 83回※4 

延べ参加人数 

【各公民館分】 

1,670人 1,380人
※4 

高齢者いきがい促進事

業 

【市民会館・公民館】 

健康で充実した生活を送ることができるよ

う、学習や交流活動を通して一人ひとりの生き

がいを促進するとともに、仲間づくりを行いま

す。 

高齢者学級等の開
催回数 

45回 44回※5 

高齢者学級等の延
べ参加人数 

1,709人 1,670人※

5 

※4…講座回数、参加予定人数を見直し、講座内容を充実させる方向で目標値を設定 

※5…講座回数、参加予定人数を見直し、講座内容を充実させる方向で目標値を設定 
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計画の目標２ 地域のつながりの充実 

（１）地域での多様なつながりと支え合いの推進 

近所のつき合いが希薄になっていることに対して、地域のつながりを回復していくため、あいさ

つなどを励行し、身近な隣近所での日常的なつながりを深める取組から、区・自治会への加入促進

によるコミュニティの推進、そして、福祉の支援を必要とする要援護者への「見守り・声かけ・支

え合い」の推進を図ります。 

防災や防犯の対策については、区・自治会をはじめとした地域の日ごろからの連携・協力による

体制づくりが、いざという時に大きな力となります。近年の社会的背景の中、地域内の防災意識や

防犯対策は強化されているところですが、地域住民や関係機関の連携などによる災害時要援護者支

援対策など、引き続き非常時や緊急時に備えた地域の体制づくりを進めていきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・日ごろから、隣近所とのあいさつを心がけ、交流を持ちます。 

・地区の行事へ積極的に参加し、自分の地区について知るようにし

ます。 

・困りごとを相談できるよう、普段から近所づきあいを心がけます。 

・地域の防災や防犯の活動に積極的に参加します。 

地域（互助・共助） 

・講座やイベントなど、住民が地域でつながるきっかけをつくりま

す。 

・地域での防災や防犯の活動を積極的に進めます。 

・災害時要援護者の把握を行い、地域の協力体制を確立します。 

・商店・企業等は、通学児童への声かけや高齢者の見守りなど、地

域防犯に協力します。 

・福祉事業所・団体等は、地区での話し合いの場に参加し、いざと

いうときの専門的な助言と支援をします。 

市、社協（公助） 

・住民と専門職とのつながりづくりの機会を提供します。 

・地域内の福祉施設と地域をつなげる支援を行います。 

・自治会活動など、支え合い・助け合い活動の支援を行います。 

・孤立しがちな人を地域で見守り、声かけが行えるよう支援します。 

・自分たちの地域にもたらされる課題を地域の中で考えていく体制

確立に向けた支援をします。 

・自主防犯活動を推進するとともに、各種団体の安全に関する情報

交換の調整をします。 

・災害時要援護者登録台帳を活用し 、必要な支援体制づくりを進め

ていきます。 
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■展開する施策 

①身近な地域でのつながりを深める取組 

人と人とのつながりの基本であるあいさつを励行し、身近な隣近所での日常的なつながりを

深める取組を進めます。  

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

自治会の加入促進への

取組 

【市民活動支援課】 

転入の手続きをした市民等に対して、自治会へ

の加入を促すチラシを配付します。また、賃貸住

宅等の入居者に対しても、千葉県宅地建物取引業

協会南総支部等の協力のもと、チラシを配布して

いきます。加えて、市ホームページや広報紙を活

用して、自治会活動に関する記事を定期的に掲載

し、自治会への加入促進に努めます。 

自治会加入率（加入
世帯数÷常住世帯
数） 

62.80％ 66.00％ 

子どもを育む、学校・

家庭地域推進事業 

（再掲） 

【学校教育課】 

学校・家庭・地域が連携しながら子どもを育

むため、地域ぐるみで学校を支援する体制づく

りを進めるとともに、その指針である「袖ケ浦

市子育ての提言」や基本的生活習慣を身につけ

させるための「がうらっ子の心得」を活用し、

健全育成のための啓発を行います。 

１中学校区あたり
の学校支援ボラン
ティア登録者数 

155人 120人※6 

   ※6…学校として確保したい登録者数を目標値として設定 

■展開する施策 

②要援護者への見守り・声かけ・支え合いの推進 

児童、高齢者、障がいのある人への虐待や犯罪行為などを未然に防止するためにも、市民一

人ひとりが地域に関心を持つことが重要です。今後は対象となる方の更なる増加が予想される

ことから、高齢者見守りネットワーク事業の協力事業者の拡大などを含め、隣近所の見守りや

声かけなどの地域で安心して生活できる地域づくりを推進します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

高齢者見守りネット

ワーク事業 

【高齢者支援課】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、協力事業者、関係団体等によるネットワー

クにより「さりげない見守り」を実施します。 

協力事業者数・関係
団体数 

59団体 65団体 

事業の周知回数 

2回 3回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

青少年育成袖ケ浦市民

会議・地区住民会議 

【生涯学習課】 

【市民会館・公民館】 

子ども会、ＰＴＡ、自治会、青少年相談員、

小中学校など青少年健全育成団体で組織された

青少年育成袖ケ浦市民会議、地区住民会議の活

動を支援し、安心して生活できる地域づくりを

推進します。 

子 ど も 安 全 パ ト
ロール登録者数 

822人 900人 
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■展開する施策 

③地域における支え合いの促進 

住み慣れた家庭や地域で安心していきいきと暮らしていけるよう、地域住民同士のつながり

を基本とした「お互いさま」の関係を築くため、地区社会福祉協議会など地域団体の活動活性

化の促進や、自治会やシニアクラブ等への加入促進などにより、共に支え合い、助け合う仕組

みづくりを促進します。また、生活支援体制整備事業において住民等の多様な主体が参画し、

生活支援の多様なサービスを実施することにより、地域における支え合いの体制づくりを推進

し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を実施します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地区社会福祉協議会運

営事業の支援 

【地域福祉課】 

地区社会福祉協議会に対し、身近な地域の特

性に合わせた活動の実施や交流の場づくりなど

を支援し、地域の住民同士のつながりをつくる

ことで、地域福祉を推進します。 

各地区社協の広報
紙の自治会回覧 

（各地区ごと） 

1回以上 1回以上 

地域福祉活動団体支援

事業＜新規＞ 

【地域福祉課】 

地域コミュニティの形成を目的として、主に、

子ども食堂や学習支援事業など、貧困家庭やひ

とり親家庭の子ども及び保護者への支援活動を

行う団体を支援します。 

子ども食堂・学習支

援事業開催箇所 

1箇所 4箇所 

介護予防・生活支援

サービス事業（住民主

体型サービス） 

【高齢者支援課】 

住民主体の助け合いによる生活支援活動を行

う団体に対し、その活動の維持・拡大に対する

支援を行うとともに、新たな活動団体の創出を

支援します。（生活支援体制整備事業と一体的な

ものとして実施） 

住民主体の支援活
動団体数 

4団体 8団体 

担い手養成研修 

開催回数 

0回 12回 

生活支援体制整備事業 

【高齢者支援課】 
担い手の育成やサービスの創出につながるよ

う普及啓発を行います。 

住民主体の支援活動団体間の連携づくりに努

めます。 

住民主体の支援活
動団体数 

4団体 8団体 

担い手養成研修 

開催回数 

0回 12回 

シニアクラブ活動支援

事業 

【高齢者支援課】 

単位シニアクラブ及びシニアクラブ連合会の

社会参加活動、文化活動、体力・健康づくり事

業などの支援を行います。また、クラブとの連

携により会員の加入促進を図ります。 

事業の周知回数 

2回 2回 

認知症サポーター等養

成事業 

【高齢者支援課】 

認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で

安心して生活していくことができるよう、認知

症に対する正しい理解を深め、認知症の人やそ

の家族を温かく見守る応援者となる認知症サ

ポーターの養成を、地域住民や企業等幅広く実

施していきます。また、認知症サポーターステッ

プアップ研修の開催により、サポーターが地域

で自主的に活動できるよう意識付けや情報提供

を行っていきます。 

認知症サポーター
累計数 

8,769人 11,769人 

認知症サポーター養

成講座開催回数 

26回 26回 
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事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

シルバー人材センター

支援事業 

【高齢者支援課】 

高齢者が健康でいきいきとした暮らし、生活

の充実を図るため、高齢者の経験と技能を活か

した就労の場を確保するシルバー人材センター

の運営を支援します。 

業務の受託件数 

1,482件 1,485件 

事業の周知回数 

3回 3回 

世代間支え合い家族支

援事業 

【高齢者支援課】 

高齢者と子等が新たに袖ケ浦市で同居又は近

隣に居住するため、住宅の新築、購入、増改築、

転居等に要する費用の一部を助成することによ

り、世代間でお互いに支え合いながら生活する

多世代家族の形成を促進し、高齢者の孤立を防

ぐとともに、家族の絆の再生を図ります。 

制度利用者数 

14件 13件※7 

制度の周知回数 

18回 15回※7 

   ※7…過去の実績値を考慮して目標値を設定 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

自治会の加入促進への

取組 

（再掲） 

【市民活動支援課】 

転入の手続きをした市民等に対して、自治会

への加入を促すチラシを配付します。また、賃

貸住宅等の入居者に対しても、千葉県宅地建物

取引業協会南総支部等の協力のもと、チラシを

配布していきます。加えて、市ホームページや

広報紙を活用して、自治会活動に関する記事を

定期的に掲載し、自治会への加入促進に努めま

す。 

自治会加入率（加入
世帯数÷常住世帯
数） 

62.80％ 66.00％ 
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■展開する施策 

④防犯パトロールなどの自主防犯活動の推進 

子どもの通学時や遊びの時間帯などにおいて、不審者から子どもの安全を守るため、保護者、

区・自治会、学校、警察などの関係機関が連携した防犯パトロールや「ながらパトロール」な

どの自主防犯活動がより活発になるよう支援し、地域の防犯活動の充実に取り組みます。  

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地域防犯体制強化事業 

【市民活動支援課】 

市民が安全で安心して暮らせる地域社会を実

現するため、防犯指導員や自主防犯組織の活動

を支援するとともに、高齢者を対象とした防犯

講習会を実施します。 

自主防犯組織の設
立数 

41団体 46団体 

自主防犯組織未結
成地区への説明会 

1回 2回 

子どもの安全確保事業 

【学校教育課】 

登下校時の子どもの安全確保のため、地域住

民に協力を仰ぎ、「子ども110番連絡所」を設置

します。 

全児童に持たせる防犯ブザーの購入費の一部

を補助します。 

「子ども１１０番
連絡所」登録件数 

488件 500件 

児童・生徒指導セン

ター運営事業 

【総合教育センター】 

市内小学校新１年生対象に、「いかのおすし」

を合言葉にした安全指導（不審者対応の合言葉）

を実施します。 

また、児童生徒の安全を確保するため、警察

等の関連機関と連携しながら、パトロール等の

安全対策を実施します。 

防犯教室実施回数 

8回 7回※8 

学区パトロール回
数 

1,421回 1,020回
※8 

子ども安全パトロール

の実施 

【市民会館・公民館】 

地域住民が「オレンジ帽子」を着用し、散歩

や買い物時に「ながらパトロール」を実施し、

地域で子どもを見守ります。また、協力者への

研修や情報交換などの機会を設け、引き続き、

協力者の拡充を推進します。 

子 ど も 安 全 パ ト
ロールの登録者数 

822人 900人 

協力者への研修・情
報交換の実施回数 

1回 5回 

   ※8…実施回数は学校数に基づくため、幽谷分校の廃止に伴い目標値が減少 
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■展開する施策 

⑤日常における防災対策の普及 

日常における火災や事故、急病等にも備えた情報の伝達、防災訓練の実施、住宅用火災警報

器等の各種防災機器システムの普及などを進めてきましたが、引き続き、様々な方法で情報の

伝達を行い、防災訓練の普及啓発に努め、各種防災機器システムの設置を促進します。 

また、自主的な防災組織の結成促進を図るため、その必要性の周知や地域住民の意識啓発に

取り組んできましたが、地域によって関心度が異なるため、地域性を考慮して周知や啓発に取

り組みます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

災害ボランティアセン

ター事業 

【社会福祉協議会】 

いつ起こるかわからない災害に備え、災害ボ

ランティアセンターの立ち上げ訓練等を実施

し、災害に備えます。 

災害ボランティア
立上げ・運営訓練 

1回 1回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉避難所の指定・整備 

【危機管理課】 

福祉避難所の指定整備に努め、災害時要援護

者が避難生活を送るために必要となる資機材

等をあらかじめ配備するように努めます。 

福祉避難所運営訓
練回数 

1回 1回 

防災訓練の実施 

【危機管理課】 

大規模災害に備え、市及び関係機関が連携

し、地域住民と一体となった実践的な防災訓練

を実施し、防災体制の強化及び防災意識の向上

を図ります。 

防災訓練の実施 

1回 1回 

自主防災組織整備事業 

【危機管理課】 

地域において「共助」の中核をなす自主防災

組織の結成を促進するとともに、自主防災組織

への資機材の貸与や防災訓練を実施し、地域防

災力の向上を図ります。 

自主防災組織の結
成数 

74組織 81組織 

住宅用火災警報器の設

置促進 

【消防本部・予防課】 

住宅火災時に発生する死傷者の低減を目的

に、市火災予防条例で義務化されている住宅用

火災警報器の設置促進を図ります。 

袖ケ浦市内住宅用
火災警報器設置率 

69％ 80％ 
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■展開する施策 

⑥災害時要援護者の支援 

高齢者や障がいのある人などは、災害発生時には自力での避難が困難となり、地域による支

援が必要となります。特に、要援護者を日頃から見守り、災害時に迅速に手を差し伸べられる

ようにしていく必要があるため、個人情報の保護に配慮した災害時要援護者登録台帳を活用

し、自治会や民生委員・児童委 員等と連携し地域で要援護者を見守る体制の整備を進めます。 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

災害時要援護者の支援 

【危機管理課】 

災害時に自力又は家族の支援だけでは対応が

困難な高齢や障がいのある方を日頃から見守

り、災害時に迅速に手を差し伸べられるように

するため、個人情報の保護に配慮した災害時要

援護者登録台帳を作成・活用し、地域が連携し

て災害時要援護者の支援に努めます。 

提供情報更新回数 

1回 1回 

福祉避難所の指定・整備 

（再掲） 

【危機管理課】 

福祉避難所の指定整備に努め、災害時要援護

者が避難生活を送るために必要となる資機材等

をあらかじめ配備するように努めます。 

福祉避難所運営訓
練回数 

1回 1回 

木造住宅耐震化促進事

業 

【都市整備課】 

木造住宅の耐震化を促進するため、無料耐震

相談会を実施し、精密耐震診断や耐震改修工事

の補助を行います。 

なお、高齢者や障がい者については、耐震診

断の結果により一定の条件を満たす場合は補助

金を増額します。 

耐震診断補助金交
付件数 

34件 35件 

耐震改修補助金交
付件数 

14件 15件 
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（２）地域交流の場づくり 

地域の居場所づくりは、世代間交流、地域住民のネットワークづくり、ボランティアの育成や活

動の活性化、子育て、高齢者、障がいのある人への支援など、様々な効果を生むことから重要な活

動です。 

交流の場の形態は様々ですが、市民が身近な地域で活動できるよう、公共施設や地域内の施設な

どの有効活用を検討し、地域の特徴に応じた交流の場づくりを推進します。また、交流の場におけ

る様々な連携の構築を支援していきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・自分から進んで仲間づくりや各種活動へ参加します。 

・交流に参加する際は、近隣の人や友人と誘いあって参加します。 

・交流の場で知り合った人たちと、日ごろから声をかけ合い、つな

がりの輪を広げます。 

地域（互助・共助） 

・自治会の活動を魅力あるものにし、輪を広げていきます。 

・高齢者や障がいのある人と子ども達等の世代間交流の機会を設け

ていきます。 

・地区集会施設などを利用して集える場所を作っていきます。 

・新たな参加者を暖かく迎えるよう心掛けます。 

・交流を通じて把握した支援を必要とする人の見守りなどを進めま

す。 

市、社協（公助） 

・活動者同士の交流や情報交換、研修の場などを提供し、活動の継

続を支援します。 

・地区集会施設など地域内の資源を活用した身近な交流の場づくり

を支援します。 

・公共施設の有効利用を促進します。 

・福祉施設や企業、商店などへ、利用可能な施設やスペースを地域

の交流の場として開放してもらえるように働きかけます。 
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■展開する施策 

①身近な交流の場づくりの推進 

子どもから高齢者まで、地域の誰もが集まりやすく、気軽に交流できるような地域での活動

の場づくりを引き続き支援します。また、地区単位で地域の核である地区社会福祉協議会に運

営事業補助金を交付し、地域の特性に合った交流の場づくりを支援します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地区社会福祉協議会運

営事業の支援 

（再掲） 

【地域福祉課】 

地区社会福祉協議会に対し、身近な地域の特

性に合わせた活動の実施や交流の場づくりなど

を支援し、地域の住民同士のつながりをつくる

ことで、地域福祉を推進します。 

各地区社協の広報
紙の自治会回覧 

（各地区ごと） 

1回以上 1回以上 

地域ふれあいサロンの

設置 

【地域福祉課】 

【社会福祉協議会】 

身近な地域において、高齢者、子育て中の親

子等が孤立しないよう交流できる場（サロン）

をつくり、住民、ボランティア等が協力して、

地域の特性に合わせた活動を実施し、住み慣れ

た地域で安心して暮らせるような地域福祉の推

進を目指します。 

サロン開催箇所数 

26箇所 29箇所 

サロン参加者延べ
人数 

5,169人 5,350人 

地域子育て支援拠点事

業 

【保育課】 

自宅で保育する子育て中の保護者と児童が気

軽に利用できる場を設け、親子同士交流を図り

ます。 

また、専門職による相談業務を行い、子育て

に関する悩みや不安を解消します。 

子育てに関する情報提供や各種イベント・講

座を実施し、児童の健全な育成を支援する地域

の拠点としていきます。 

子 育 て 支 援 セ ン
ター延べ利用者数 

29,494人 32,000人 

子 育 て 支 援 セ ン
ター設置箇所数 

6箇所 7箇所 

地域世代間交流事業 

【保育課】 

世代間交流活動を実施し、児童と地域の高齢

者との交流を図ります。 

世代間交流事業実
施箇所数 

9箇所 9箇所 

世代間交流実施回
数 

48回 50回 
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関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

外国人住民への交流イ

ベントの情報提供 

【市民活動支援課】 

袖ケ浦市国際交流協会等が開催する交流イ

ベント等の情報を外国人住民に提供し、地域内

住民の交流を推進します。 

国際交流協会によ
る交流イベントの
開催回数 

4回 4回 

交流イベントの周
知回数 

6回 6回 

放課後子ども教室推進

事業 

【生涯学習課】 

放課後の学校施設を活用し、子どもの安全・

安心な活動場所を提供する。 

異学年活動、地域住民との世代間交流などを

実施し、地域の教育力の向上や心豊かで健やか

な児童の育成を図ります。 

運営ボランティア
参画人数 

21人 40人 

参加者数 

3,141人 3,600人 

ひらおかハッピータイ

ム 

【平岡公民館】 

住民が主体となって活動できる環境づくり

を推進するため、世代間交流などの事業を行

い、郷土愛を育みます。 

事業実施回数 

1回 1回 

事業参加者数 

11人 20人 

 

■展開する施策 

②公共施設、地区集会施設等の有効活用の推進 

地区社会福祉協議会の拠点や、世代間交流、地域交流、ボランティア交流の場とするため、

公民館などの公共施設等の有効活用などを検討し、地区集会施設などの施設を拠点として活用

できるよう支援します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

公共施設等の有効利用

の促進 

【地域福祉課】 

【社会福祉協議会】 

地域活動団体の交流や活動の場、サロンの会

場などとして、公民館、老人福祉会館、社会福

祉センター、地域の集会場などの公共施設等の

有効利用を促進します。 

令和元年度以降の
サロン新規開催箇
所数 

0箇所 3箇所 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

区等集会施設整備補助

事業 

【市民活動支援課】 

自治会活動の拠点となる集会施設の維持管

理を目的として、集会施設の建設及び修繕等に

要する経費の一部を補助します。 

集会施設等の建設、
修繕に対する補助
金の交付件数 

7件 12件 
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計画の目標３ 地域の福祉に関わる人材づくり 

（１）ボランティア活動の推進 

市民自身が主体的に福祉活動に参加するため、ボランティアに関する必要な情報の提供や活動の

場の確保などを一体的・総合的に支援することで、継続的な地域福祉活動の推進が図れるよう、ま

た、様々な地域の福祉ニーズに対応するため、ボランティアによるきめ細かな活動を促進すること

が重要です。そのため、ボランティア・ＮＰＯをはじめ、地域住民、事業所などの関係者が連携し、

市全体のボランティア活動を幅広く推進する体制づくりを目指します。 

加えて、高齢者が現役時代に培ってきた知識や技術をはじめとした、その人が得意なことを地域

に還元できるよう、生涯学習や世代間交流の場等、様々な機会の創出を図るとともに、ボランティ

ア活動参加者の高齢化が進む現状を改善するために、若年層や壮年層に向けた啓発などにも注力し

ていきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・ボランティア活動に積極的に参加します。 

・ボランティア活動に参加する際に知り合いなどを誘ったり、ボラ

ンティア活動の体験を伝えて、仲間を増やします。 

・自らが福祉サービスの受け手であると同時に、担い手にもなれる

ことを認識します。 

地域（互助・共助） 

・地域活動に協力、支援できる組織づくりに努めます。 

・地域でボランティア活動を行います。 

・地域に貢献した活動を積極的にＰＲして、交流の輪を広げます。 

・福祉事業所・団体等は、活動への助言や支援をし、ボランティア

の育成に協力します。 

市、社協（公助） 

・ボランティア活動の啓発を行います。 

・ボランティアセンターの運営を支援します。 

・ボランティアに関する情報の提供、共有化を推進します。 

・ボランティアの養成・活動を支援します。 

・福祉事業所や関係機関、当事者団体などとのつながりを生かし、

多様なボランティア活動場面を広げます。 

・新たな担い手を発掘するための取組を進めます。 
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■展開する施策 

①ボランティアセンター等の支援 

ボランティアの養成・確保や活動の活性化のため、社会福祉協議会が設置・運営するボラン

ティアセンター機能の充実、ＮＰＯなどの活動を支援し、周知についてはボランティア受け入

れ側の視点も考慮して、より一層力を入れていきます。また、ボランティアセンターやＮＰＯ

などとの情報共有による連携を推進し、市民活動情報サイトの利便性向上を図るなどボラン

ティア活動の活性化に役立つ施策に関する周知に努めます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

ボランティアセンター

の運営支援 

【地域福祉課】 

ボランティア活動を通じた地域福祉活動への

支援や、地域福祉を推進する人材の育成を目的

として、ボランティアセンターの運営やボラン

ティア保険加入促進など活動環境整備を支援

し、新規ボランティアの開拓等、活動の拡大に

つなげます。 

ボランティア登録
数 

1,372人 1,400人 

ボランティア参加
延べ人数 

3,085人 3,200人 

ボランティアセンター

の運営 

【社会福祉協議会】 

ボランティア活動に興味がある方、ボラン

ティアを求めている方などの相談に応じ、コー

ディネートするとともにボランティア交流の場

を設けボランティア活動を支援します。 

広報紙やホームページを利用してボランティ

ア情報の提供を図ります。 

ボランティア登録
数 

1,372人 1,400人 

ボランティア参加
延べ人数 

3,085人 3,200人 

広報紙及びホーム
ページにおけるボ
ランティア情報提
供回数 

12回 12回 

ボランティア交流
回数 

3回 3回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

市民活動情報サイトに

よる情報提供 

（再掲） 

【市民活動支援課】 

市民に対して、市民活動情報サイト「ガウ

ラ・ナビ」により、市内で活動する市民活動団

体・ボランティア団体等の情報提供を行いま

す。 

市民活動情報サイ
トへのアクセス数 

2,728回 4,100回 
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■展開する施策 

②各種ボランティア養成の支援 

高齢者、障がいのある人、子育て中の親への援助活動などを行うボランティアを育成するた

め、社会福祉協議会が開催する各種ボランティアやボランティアリーダー養成を支援し、幅広

い年齢層のボランティアの確保、特に若年層ボランティアの確保に向けた支援の充実を目指し

ます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

ボランティア養成事業 

（再掲） 

【社会福祉協議会】 

福祉意識の醸成とボランティアの発掘ため、

世代や対象者別等の入門講座を開催します。 

ボランティアリーダーの養成のため、ボラン

ティアグルーブの役員等へ研修会の情報提供及

び参加の促進を行います。 

ボランティア入門
講座開催回数 

2回 3回 

ボランティアリー
ダー養成講座への
参加者数 

2人 2人 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

生涯学習ボランティア

促進事業 

【生涯学習課】 

市民の主体的な生涯学習活動を支援するた

め、地域の人材活用を図ります。 

養成講座や各種の研修活動を通してボラン

ティアを養成し、社会教育機関等で実施する事

業で活用を図ります。 

【生涯学習ボランティア】 

・社会教育推進員 

・保育ボランティア 

・ユースボランティア 

・アドバイザーバンク 

生 涯 学 習 ボ ラ ン
ティアの人数 

126人 130人 

保育ボランティア
実施件数 

37件 40件 

おはなし会ボランティ

ア推進事業 

【中央図書館】 

子どもの読書活動を促進するため、図書館及

び保育所・幼稚園・学校等でのおはなし会を実

施するためのボランティアを養成します。 

おはなし会・ブック
ス タ ー ト ボ ラ ン
ティア登録数 

49名 53名 

おはなし会参加者数 

12,516人 10,000人※

9 

 ※9…今後の参加対象となる子どもの減少見込みによる 

  



77 

（２）地域福祉の担い手の育成 

地域福祉の担い手として、福祉関係事業者・団体、自治会や民生委員・児童委員、ボランティア

など様々な分野の人が活動し、地域福祉を推進しています。 

しかし、それらの活動のうち家族、友人、隣人などによる支援が希薄化している状況にあります。

この要因として、地域で活動する新たな人材育成が進んでいないことや事業所・団体などの役割が

お互いに理解されていないため、協力しながら進めていくことができないことがあげられます。 

これから地域福祉を進めていく上で、「市民参加・市民協働」を基本として、多くの担い手により

支え合える地域づくりのための様々な分野の人材の育成を推進します。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・自分の持っている能力や技術を地域社会に生かせるように心がけ

ます。 

・支援を必要とする人も、自分でできることは自分でするように努

めます。 

・研修や会議に積極的に参加し、ボランティア活動についての学び

を深めます。 

地域（互助・共助） 

・助け合いの地域づくりに努めます。 

・福祉についての経験や学んだことを深め、住民に広く伝えます。 

・各組織や団体の活動を通じて、地域の福祉活動をけん引します。 

市、社協（公助） 

・民生委員・児童委員をはじめとした福祉活動に携わる人を支援し

ます。 

・ボランティアやリーダーなどの養成を支援します。 

・地区社会福祉協議会の基盤強化を支援します。 

・行政や関係機関が行う研修やセミナー、講演会などの情報を集め、

それぞれの活動主体へ適切に情報を提供します。 
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■展開する施策 

①地域リーダーや福祉活動に携わる人の養成支援 

地域福祉活動の内容を充実し活動を継続していくため、身近で福祉活動を行う人材を発掘す

るとともにその養成を支援していきます。また、ボランティア養成と同様に、幅広い年齢層、

特に若年層の取り込みを目指した施策を検討していきます。 

地域の身近な相談相手である民生委員・児童委員の活動が効果的に展開されるよう、地域福

祉に関する情報などを適時提供するとともに、その活動を地域に周知を図るための支援を行い

ます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

民生委員児童委員活動

事業 

【地域福祉課】 

民生委員・児童委員の活動に必要な環境づく

りを推進するため、助成金を交付し支援します。 

また、民生委員・児童委員の活動内容を周知

することで、各委員が活動しやすい環境づくり

を目指します。 

民生委員・児童委員の活動に適した活動地区

割についても検討します。 

広報、ホームページ
等 に よ る 民 生 委
員・児童委員の活動
内容の周知 

0回 1回 

民生委員児童委員協議

会活動事業 

【社会福祉協議会】 

民生委員児童委員協議会の事務局として、民

生委員児童委員活動が効果的に展開できるよう

様々な支援を行います。 

広報紙、ホームペー
ジ等による民生委
員・児童委員の活動
内容の周知 

1回 １回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

市政（まちづくり）講

座 

（再掲） 

【市民活動支援課】 

地域コミュニティで活動する担い手を養成

するため、地域づくりに役立つ知識を学ぶ講座

を実施します。 

まちづくり講座参
加者 

14人 20人 

まちづくり講座開
催数 

7回 7回 
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■展開する施策 

②福祉活動の相談指導専門職員等の資質向上 

地域福祉活動を円滑に進めるために、総合的な相談や指導に応じられるよう福祉専門職（社

会福祉士）等をはじめ、職員の福祉に関する知識の充実に取り組んでいきます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉専門職員等の資質

向上の取組 

【地域福祉課】 

【障がい者支援課】 

【介護保険課】 

【高齢者支援課】 

【子育て支援課】 

【保育課】 

【社会福祉協議会】 

適切なサービスの提供や相談支援の充実、対

応強化を図るため、研修等への参加を行い、職

員の資質向上を図ります。 

 

福祉に関する研修
への参加回数 

1回以上 1回以上 
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計画の目標４ 地域福祉サービス・仕組みの充実 

（１）バリアフリー化の促進 

公共施設を中心に高齢者や障がいのある人、乳幼児とその保護者など、外出に支援を必要とする

人にとって、障がいになっている箇所のバリアフリー化の促進に努め、人にやさしいまちづくりを

進めています。 

外出に支援を必要とする人が安心して日常生活がおくれるよう、公共施設を整備するにあたって

はバリアフリー化に努めるとともに、心のバリアフリーに関する啓発活動も含めて、誰もが暮らし

やすいまちづくりを推進します。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・生活の中でバリアフリー化が必要な部分について理解を深めます。 

・道路に私有物が出ないようにします。 

・お互いに社会のマナーを意識し、声をかけ合うなど、心のバリア

フリーを進めます。 

・危険箇所を発見したときは行政に通報します。 

地域（互助・共助） 

・公共の場でのマナー向上を呼びかけます。 

・区・自治会が主体となり、市民の声を行政に反映するようにしま

す。 

・高齢者や障がいのある人に対して、周りの人が助け合います。 

・地域内のバリアフリー化が必要な部分について、地域で何ができ

るか話し合います。 

・福祉事業所・団体等は、日ごろの活動を生かし、地域の環境整備

や社会参加に向けた助言や支援をします。 

市、社協（公助） 

・普段の暮らしに支援や配慮を必要とする人がいることを、広く周

知します。 

・公共施設の設備のバリアフリー化を進めます。 

・安全な道路などの整備に努めます。 

・高齢者や障がいのある人に対して、居宅等のバリアフリー化の促

進を支援します。 
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■展開する施策 

①誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

高齢者、障がいのある人、妊婦や子育て中の人など、誰もが暮らしやすいまちづくりを推進

するため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」や

「千葉県福祉のまちづくり条例」も踏まえ、ユニバーサルデザイン※の考え方に基づいた福祉

のまちづくりを推進していきます。また、高齢者などが住み慣れた家で生活できるよう居宅等

のバリアフリー化の促進を支援します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

高齢者等住宅整備資金

貸付事業 

【高齢者支援課】 

高齢者が自宅で日常生活を営むことができる

よう浴室やトイレの改修、段差の解消、手すり、

スロープの設置等の住宅改修に対し、資金を無

利子で貸付けます。 

事業の周知回数 

2回 3回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

道路・交通安全施設の

整備 

【土木建設課】 

【土木管理課】 

全ての人々が安全で快適に利用できるよう、

安全性の高い道路整備を進めます。 

市民意識調査（市内
の道路が整備され
ていると思う割合） 

55.4% 67% 

公園の整備 

【都市整備課】 

都市公園のバリアフリー化を図ると共に支

障となっている樹木の間引きや老朽施設の撤

去・改修等環境整備に努め、市民に憩いと安ら

ぎを与える施設となるよう整備を進めます。 

老朽施設の改修件
数 

33件 93件 

 

※ユニバーサルデザイン： 

年齢、障がいの有無に関わらず、また、外国人等を含め、誰もが使いやすいように、建築（設備）、製品、情報などを

計画したり、設計したりすることです。 
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（２）移動手段の確保 

市民の交通利便性を図り、外出しやすい環境づくりに取り組みます。 

また、高齢者、障がいのある人などの移動が困難な市民については、市民の協力による送迎手段

の確保を検討します。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 
・家族などの理解と協力により、移動手段を自ら確保します。 

・周りの人が移動に困っている場合に支援できるよう心掛けます。 

地域（互助・共助） 

・普段から地域で、お互い気軽に移動の手助けを頼める人間関係を

築きます。 

・ボランティア活動により移動に困っている人を支えます。 

市、社協（公助） 
・高齢者、障がいのある人などの移動手段の確保に努めます。 

・公共交通の利便性を高めます。 

 

 

■展開する施策 

①移送サービスの充実 

高齢者、障がいのある人などの移動が困難な市民が、公共施設や医療機関などを利用する際、

移送ボランティアなど、市民の協力による送迎手段を確保することを推進します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

重度心身障がい者福祉

タクシー事業 

【障がい者支援課】 

在宅の重度心身障がい者（児）の社会参加促

進のため、タクシー利用料金の一部を助成しま

す。 

広報紙による制度
周知の実施回数 

3回 3回 

福祉カー管理運営事業 

【障がい者支援課】 

障がい者及びその家族にスロープ付きワゴン

車等を貸し出し、社会参加を促進します。 
福祉カー貸出件数 

48件 48件 

福祉カー移送件数 

82件 85件 

高齢者移動支援事業 

＜新規＞ 

【高齢者支援課】 

居宅で生活する移動手段を持っていない高齢

者世帯に対し、日常生活に必要な移動手段の確

保と経済的負担を軽減するため、高齢者移動支

援タクシーを利用した場合に、その運賃の一部

を助成することにより高齢者の移動を支援しま

す。 

高齢者移動支援タ
クシー利用率（％） 

－ 60％ 

制度の周知回数 

－ 3回 

通院送迎（移送）サー

ビス事業 

【社会福祉協議会】 

一般の交通手段では医療機関への通院等が困

難な低所得の方を対象に、ボランティアの協力

により近隣医療機関までの送迎サービスを実施

します。 

利用登録者数 

65人 70人 

延べ利用件数 

207件 220件 
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関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地域公共交通づくり支

援事業 

【企画課】 

交通弱者の移動手段について、地域住民・ＮＰ

Ｏ等が主体となった取組に対して支援します。 

各団体の平均外出
支援者数 

15.2 

人/日 

15.5 

人/日 

周知活動回数 

2回 2回 
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（３）交通安全意識の高揚 

交通事故に遭わないよう、交通安全に対する市民意識の向上を図ります。 

また、交通事故の発生の危険性の高い箇所への安全対策として信号機の設置などについて警察へ

の要望を行うとともに、道路、歩道等の整備を推進します。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・交通マナーを守ります。 

・家庭で子どもへの交通安全教育を行います。 

・交通安全パトロールなどに参加します。 

・危険な所など、気付いたことは声をかけ合い、地域の交通安全に

対する意識を高めます。 

地域（互助・共助） 
・地域での交通安全指導や啓発を行います。 

・通学路などの交通安全の見守りを行います。 

市、社協（公助） 

・警察とも連携したうえで、地域や学校等に対する交通安全教室な

どや啓発などを行います。 

・交通安全施設（道路照明や反射鏡など）の整備を推進します。 

・高齢者、障がい者、子ども等に配慮した信号機や横断歩道等の設

置について、警察への要望を行います。 
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■展開する施策 

①交通安全の推進 

幼児から高齢者までの交通安全教育を実施し、市民意識の向上を図ります。特に、近年は高

齢者の交通事故が増加傾向にあるため、シニアクラブなどを通じた交通指導の充実を図りま

す。また、運転者に向けた啓発活動にも取り組みます。高齢者、障がいのある人、子ども等に

配慮した信号機や横断歩道等の設置について、引き続き、警察への要望を行います。 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

交通安全対策事業 

【市民活動支援課】 

交通安全意識の向上を図るため、交通安全指

導や広報・啓発活動、街頭監視活動等を行うと

ともに、関係団体の活動を支援します。 

交通安全教室・講習
会の実施回数 

153 133※10 

交通事故防止啓発
活動 

109 74※10 

児童・生徒指導セン

ター運営事業 

（再掲） 

【総合教育センター】 

市内小学校新１年生対象に、「いかのおすし」

を合言葉にした安全指導（不審者対応の合言葉）

を実施します。 

また、児童生徒の安全を確保するため、警察

等の関連機関と連携しながら、パトロール等の

安全対策を実施します。 

防犯教室実施回数 

8回 7回※11 

学区パトロール回
数 

1,421回 1,020回
※11 

※10…過去の実績と今後の予定を考慮して目標値を設定 

※11…実施回数は学校数に基づくため、幽谷分校の廃止に伴い目標値が減少 
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（４）サービスの質の確保 

相談者の状況に応じて幅広くニーズに対応できるよう、身近な相談窓口から専門相談機関へつな

ぐ仕組みづくりまで、幅広い相談体制を整えます。 

また、地域において「つぶやきを拾う」、「声なき声を積極的に聞き出す」ようにして、福祉サー

ビス提供事業者にサービス改善を求める声が届くよう、相談員を派遣し、地域住民と事業者や行政

との間の橋渡しとなるようにしていきます。 

さらに、福祉サービスの利用者が質の高いサービスを受けることができ、事業者が適切に事業所

運営を行うことができるよう、福祉サービス情報の公表や第三者評価等について普及・啓発します。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・民生委員児童委員や相談員、福祉支援室など、様々な地域にある

身近な相談窓口を知ります。 

・サービスを受けるだけでなく、サービス利用の悩みや不安があれ

ば積極的に発信します。 

・苦情解決のための相談窓口を積極的に活用します。 

地域（互助・共助） 

・地域で自分たちの必要な情報を得る方法や場をつくっていきます。 

・地域の事業者などと話し合う場をつくっていきます。 

・活動からわかった地域の困難な課題解決に向けて、専門的な相談

窓口と連携します。 

市、社協（公助） 

・福祉制度の理解や、サービス利用の手続きなどが難しい人への支

援の充実を図ります。 

・高齢や障がい、子育て、市民相談など各種分野の相談窓口を充実

します。 

・福祉サービス情報の公表、第三者評価等について普及・啓発しま

す。 

・苦情内容などの情報を把握し、苦情解決からサービス改善につな

げる体制の整備に努めます。 
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■展開する施策 

①福祉に係る相談体制の充実 

 引き続き、生活困窮者に関しては自立支援相談窓口、高齢者に関しては地域包括支援セン

ター、障がいのある人に関しては相談支援事業所、子育て支援に関しては子育て世代総合サポー

トセンターや保育所・子育て支援センターなど、相談体制の一層の整備に努め、必要に応じて各関

係窓口が連携・協力するようにします。 

 また、高齢者などへの訪問や情報提供を通じた地域ニーズの把握にも努めます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

ながうら・ひらかわ健

康福祉支援室運営事業 

【地域福祉課】 

身近な地域での保健福祉に関する相談窓口と

しての健康福祉支援室について、地域包括支援

センターを含めた運営体制の検討・見直しを図

り、より良い体制を目指します。 

運営体制の検討 

検討 見直し 

生活困窮者自立支援事

業 

【地域福祉課】 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につ

いて相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、

関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な

支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促

進を図ります。 

情報発信、チラシ等
の作成と配布 

1回 1回 

相談支援事業 

【障がい者支援課】 

障がいのある人が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう支援するため、相

談窓口により障がい者や障がい者の介護を行う

者などからの相談に応じ、必要な支援を行いま

す。 

障害者相談支援事
業相談件数 

768件 1,008件 

発達障害児等療育
支援事業申請件数 

79件 103件 

子育て世代包括支援事

業 

【子育て支援課】 

【健康推進課】 

子育て世代の市民が安心して子どもを産み育

てられる環境づくりを推進するため、妊娠期か

ら子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を

行います。 

子育て世代総合サ
ポートセンター周
知回数 

3回 3回 

地域子育て支援拠点事

業 

（再掲） 

【保育課】 

自宅で保育する子育て中の保護者と児童が気

軽に利用できる場を設け、親子同士交流を図り

ます。 

また、専門職による相談業務を行い、子育て

に関する悩みや不安を解消します。 

子育てに関する情報提供や各種イベント・講

座を実施し、児童の健全な育成を支援する地域

の拠点としていきます。 

子 育 て 支 援 セ ン
ター延べ利用者数 

29,494人 32,000人 

子 育 て 支 援 セ ン
ター設置箇所数 

6箇所 7箇所 
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■展開する施策 

②福祉に関する相談員の派遣 

要介護認定を新規に受けた人については、介護相談員が訪問し、サービスの利用状況を聞き

取るほか、各種相談に応じます。また、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設などに定期的

に訪問し、利用者の声を聞いて施設サービスの改善に反映させます。こうした活動がサービス

の周知や見守りなどに効果があがっており、更なる質の向上を図ります。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

介護相談員派遣等事業 

【介護保険課】 

新規で要介護認定を受けた人や施設利用者を

介護相談員が訪問し、介護サービスの利用に関

する相談等に応じます。 

また、相談等の内容を介護サービスの改善に

反映させ、介護サービスの質の向上に努めます。 

在宅相談訪問件数 

555件 480件※

12 

施設利用者相談訪
問件数 

430件 420件※

12 

   ※12…新規の要介護認定数、施設入居者数が年度によりばらつきがあることを考慮 

 

■展開する施策 

③福祉サービス情報の公表や第三者評価等の普及・啓発 

事業所等における福祉サービスの質の向上や、福祉サービス利用者による事業所の適切な選

択に資するため、福祉サービス情報の公表や第三者評価等について普及・啓発します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

福祉サービス情報の公

表や第三者評価等の普

及・啓発 

【障がい者支援課】 

【介護保険課】 

【子育て支援課】 

事業者等がサービスの質を高め、市民に良質

かつ適正なサービスを提供する一方で、利用者

が適正にサービスを選択できるよう、事業所や

千葉県の指定する機関等が公表する福祉サービ

ス情報や第三者評価の内容について周知される

よう普及・啓発します。 

福祉サービス情報
の公表や第三者評
価等の普及・啓発 

必 要 に

応 じ て

実施 

必 要 に

応 じ て

実施 
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（５）生活困窮者の自立支援 

平成27年４月から施行された生活困窮者自立支援法に基づいて、生活保護に至る前の段階の自立

支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給、

既存の相談支援や権利擁護の各種施策との連携による支援を講じていきます。 

実施に当たっては、本市における生活困窮者の状況などを把握するとともに、福祉事務所やハロー

ワーク等の関係機関との連携をしながら支援を展開していきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・生活が困窮している場合は、積極的に相談窓口を活用します。 

・自立に向けた取組を有効に活用します。 

・周りに生活に困っている人がいたら，地域の民生委員・児童委員

や市等の相 談窓口を紹介します。 

地域（互助・共助） 

・日常的な見守り活動を通じて、地域で生活に困窮している人を把

握したら、相談窓口の利用を進めます。 

・生活困窮者が孤立しないよう、地域でのつながりを持ちます。 

市、社協（公助） 

・生活困窮者の状況などを常に把握するよう努めます。 

・多様な問題を抱える生活困窮者の自立に向けた支援が包括的に行

われるよう、関係機関との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



90 

■展開する施策 

①生活困窮者の自立支援 

生活困窮者が生活保護に陥らないように、その前段階で早く自立できるように、専門性を有

する支援員を配置した相談窓口を設置し、支援につなげていきます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

生活困窮者自立支援事

業 

（再掲） 

【地域福祉課】 

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につ

いて相談に応じ、必要な情報提供及び助言をし、

関係機関との連絡調整を行うとともに、様々な

支援を行うことにより、生活困窮者の自立の促

進を図ります。 

情報発信、チラシ等
の作成と配布 

1回 1回 

学習支援事業 

【地域福祉課】 

子どもが将来自立した生活が出来るよう、学

習機会及び居場所を提供し、学習習慣や日常生

活習慣の形成、社会性の育成等を図ります。 

制度の利用者数 

20人 30人 

地域福祉活動団体支援

事業＜新規＞ 

（再掲） 

【地域福祉課】 

地域コミュニティの形成を目的として、主に、

子ども食堂や学習支援事業など、貧困家庭やひ

とり親家庭の子ども及び保護者への支援活動を

行う団体を支援します。 

子ども食堂・学習支

援事業開催箇所 

1箇所 4箇所 

生活福祉資金貸付 

【社会福祉協議会】 

低所得世帯、障がい者世帯などで、経済的な

困窮により経済的支援が必要な方に対して、生

活福祉資金の貸付窓口となり、生活の安定に必

要な資金の貸付を行います。 

制度の周知（広報紙
掲載回数） 

１回 １回 
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（６）権利擁護の推進 

日常生活において、金銭管理や契約行為に不安がある人も個人の人権が尊重されるよう、成年後

見制度や日常生活自立支援事業の利用を促進します。 

また、児童、高齢者、障がいのある人への虐待の防止と関係機関の連携に基づく虐待への対応を

図るとともに、複雑化・多様化する消費者問題に巻き込まれないよう、消費者意識の啓発や情報提

供体制の強化を図ります。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市民（自助） 

・一人ひとりの違いを認め合い、思いやりの心をもって行動します。 

・日頃から、家族のコミュニケーションを多く持つようにします。 

・権利擁護の仕組みにはどのようなものがあるか、制度について理

解を深めます。 

・制度などのサポートが必要かもしれないと感じた場合は、まず相

談窓口などに相談してみます。 

・隣近所において、虐待が行われていると疑われる場合には、市に

相談してみます。 

・商品の契約などで疑問を感じたら、すぐに消費者問題の窓口など

に問い合わせます。 

地域（互助・共助） 

・子ども、障がいのある人及び高齢者など権利侵害を受けやすい人

たちを、地域で見守っていく体制づくりに努めます。 

・制度などのサポートが必要と感じる人がいたら、相談窓口の紹介

などを行います。 

・地域における防犯や消費者問題の情報を共有します。 

市、社協（公助） 

・権利擁護の制度の普及啓発に努めます。 

・権利擁護は深刻な状態になる前の対処や相談が重要であることの

周知を図ります。 

・地域における関係機関や専門職団体の連携と対応力の強化を推進

し、後見人等を支援する中核機関を整備します。 

・虐待防止に取り組む組織・体制を整備し、市民や関係者に分かり

やすい相談窓口や相談方法を整備します。 

・新たな消費者問題の情報提供体制を強化し、消費者保護施策を推

進します。 

・警察等の関係機関や法律の専門家と連携体制を強化します。 

 

 

 

  



92 

■展開する施策 

①成年後見制度利用支援事業の普及啓発 

認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であって、日常生活を営むのに支障があり、

後見等開始の審判請求を行うことが困難で、福祉サービスを利用する必要がある人に対して、

後見等開始の審判請求、報酬費用の助成を行います。また、制度の普及啓発にも引き続き取り

組みます。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

成年後見制度利用促進

事業 

【地域福祉課】 

【障がい者支援課】 

【高齢者支援課】 

【社会福祉協議会】 

成年後見制度について普及啓発を図るととも

に、袖ケ浦市地域包括支援センター、基幹相談

支援センター「えがお袖ケ浦」及び袖ケ浦市社

会福祉協議会における個別相談等を通し、制度

の利用を促進します。 

制度の利用が必要な高齢者・障がい者で申立

てを行う親族がいない場合などに市長が申立て

を行い、必要に応じて後見人等への報酬費用を

助成します。また、親族等による申立てについ

ても、必要に応じて申立て費用や後見人等への

報酬を助成します。 

法人後見事業の実施や市民後見人の養成、権

利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機

関の設置などについて検討を行います。 

中核機関の設置・運
営 

検討 設置・運営 

成年後見制度に関
する普及のための
周知回数 

2回 2回 
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「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（平成２８年５月１３日施行）に基づき国が策

定した成年後見制度利用促進基本計画では、全国どの地域においても必要な人が成年後見制

度を利用できるよう、各地域において権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図ると

されています。 

 

 地域連携ネットワークの構築とは 

 （１）中核機関の設置 

    中核機関は、地域連携ネットワークのコーディネートを担う。 

 （２）地域連携ネットワークおよび中核機関が担うべき具体的機能等 

 ・広報機能 

      パンフレットの配布や講演会等を実施し制度の周知・啓発をするとともに、権

利擁護の必要な人を発見し支援につなげる。 

 ・相談機能 

      制度の利用に関する相談体制を構築し、後見ニーズの精査を行う。 

 ・成年後見制度利用促進機能 

      受任者調整機能（マッチング）等の支援及び担い手の育成・活動の促進、日常

生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行を行う。 

 ・後見人支援機能 

      本人の意向を尊重した柔軟な対応やチームによる支援を行う。 

 ・不正防止機能 

      本人や後見人等をチームで支援することにより不正防止効果が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム：成年後見制度利用促進について 
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■展開する施策 

②日常生活自立支援事業の普及啓発 

高齢者や障がいのある人で、利用に必要な契約の内容を説明すれば理解できる人に対して、

福祉サービスの利用に関する援助、財産管理サービス、財産保全サービスの利用の促進を図り

ます。また、制度の利用が必要となる前の段階での対処が重要であることの周知を図り、効果

的な制度の活用を目指します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

日常生活自立支援事業 

【社会福祉協議会】 

高齢者や障がいのある方が地域で安心して日

常の生活が送れるよう、利用者との契約に基づ

き、福祉サービス等の利用援助を行います。 

制度の周知回数 

1回 1回 

 

■展開する施策 

③虐待防止対策の推進 

児童虐待を防止し、すべての児童の健全な心身の成長、ひいては社会的自立を促していくた

め、発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまでの切れ目のない

総合的な支援を実施しており、今後もそれぞれのケースにきめ細かく対応し、一層の支援充実

を目指します。高齢者や障がいのある人については、制度の周知を図りつつ、成年後見制度の

活用支援、老人福祉施設等への措置に関する相談、虐待への対応等をしていきます。また、関

係機関や近隣市との情報共有など連携体制の構築を検討します。  

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

障がい者虐待防止対策

支援事業 

【障がい者支援課】 

障がい者虐待の防止や早期発見に努め、虐待

事例に対しては対象者を一時保護し、適切な支

援を行います。 

相談・通報・届出受
理件数 

3件 3件 

高齢者虐待防止事業 

【高齢者支援課】 

高齢者虐待の防止に向けて地域住民や関係機

関への普及啓発を行うとともに、虐待に至る可

能性のあるハイリスク家庭を早期に把握し、適

切な対応を行います。また、虐待発生時には、

対象者の保護や養護者の適切な支援を行いま

す。 

高齢者虐待防止に
関する周知回数 

2回 2回 

高齢者虐待に関す
る研修への職員の
受講回数 

2回 2回 

虐待防止対策の推進 

【子育て支援課】 

リーフレット等を作成し、虐待防止の啓発活

動を行います。また、袖ケ浦市要保護児童対策

地域協議会を定期的かつ状況に応じ随時開催

し、各関係機関と連携の充実を図り虐待の未然

防止や早期発見、早期対応を行います。 

袖ケ浦市要保護児
童対策地域協議会
実務者会議開催回
数 

12回 12回 

子育て世代総合サ
ポートセンター周
知回数 

3回 3回 
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■展開する施策 

④人権意識の啓発 

障がいの有無・性別・国籍等をはじめとした「違い」について理解し、お互いを認め合い、

差別されることなく一人ひとりが尊重される社会、また、男女がともに個性と能力を発揮し、

自分らしい生き方ができる社会を目指し、意識醸成に向けた啓発活動に取り組みます。 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

人権擁護事業 

【市民活動支援課】 

人権について理解を深め、意識の高揚を図るた

め、小中学生を対象とした人権教室や広く市民を

対象とした啓発活動を実施します。 

また、人権に関するトラブルや問題の解決に

向け、相談体制の充実に努めます。 

差別があると感じ
る市民の割合 

39.6％ 30.0％ 

男女共同参画推進事業 

【市民活動支援課】 

男女が共に個性や能力を生かし、自らの選択

によって参画できる社会を実現するため、男女

共同参画の意識づくりに向けた啓発事業を展開

します。 

男女が平等だと思
う市民の割合 

49.5％ 55.0％ 

 

■展開する施策 

⑤消費者保護対策の推進及び消費者意識の向上 

悪質商法や架空請求等、消費者問題は複雑化・多様化していることから、消費者問題に関す

る情報の収集に努め、注意喚起のための情報提供体制の強化や消費生活相談員のスキルアッ

プ、相談体制の充実、関係機関との連携の強化を図ることにより、消費者保護施策を推進しま

す。  

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

消費生活相談・消費者

意識啓発事業 

【商工観光課】 

消費者の利益を保護するため、相談業務を実

施するとともに、消費者教室や消費生活相談員

による出前講座を開催し、啓発を行います。 

消費生活センター
開設日数 

243日 244日 

出前講座・消費者教
室の開催回数 

7回 10回 
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計画の目標５ 地域福祉推進への支援 

（１）地区社会福祉協議会活動への協力、支援 

身近な地域の生活課題や福祉課題を解決し、地域福祉を地域住民主体で推進するため、６つの地

区社会福祉協議会（昭和地区、長浦地区、蔵波地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地区）活動

への支援に取り組んでいきます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市、社協（公助） 
・地域で福祉活動を主体的に推進する体制などを検討し、実施でき

るよう支援を行います。 

 

■展開する施策 

①地区社会福祉協議会活動への協力、支援 

地区社会福祉協議会を地域福祉推進のための中核的役割を担う組織として位置づけ、積極的

な活動展開ができるよう支援します。 

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地区社会福祉協議会運

営事業の支援 

（再掲） 

【地域福祉課】 

地区社会福祉協議会に対し、身近な地域の特

性に合わせた活動の実施や交流の場づくりなど

を支援し、地域の住民同士のつながりをつくる

ことで、地域福祉を推進します。 

各地区社協の広報
紙の自治会回覧 

（各地区ごと） 

1回以上 1回以上 

地区社会福祉協議会活

動の充実 

【社会福祉協議会】 

地域福祉を地域住民主体で推進するため、６

つの地区社会福祉協議会（昭和地区、長浦地区、

蔵波地区、根形地区、平岡地区、中川・富岡地

区）を設置し、活動の充実に努めていきます。 

各地区社協の広報
紙発行（各地区ご
と） 

1回以上 1回以上 

 

地区社会福祉協議会事業 実施事業名等 

昭和地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、お花見昼食会、ふれあいバスハイク、

いきいきサロン、わくわくチャレンジ、広報誌「いきすこ」発行 

長浦地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、なぎさ通信発行、お花見昼食会、ふ

れあいバスハイク、いきいきサロン、なごやか交流会、広報誌「長

浦地区社協便り」発行 

蔵波地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、たんぽぽ通信発行、お花見昼食会、

ふれあいバスハイク、いきいきサロン、なごやか交流会、広報誌

「蔵波地区社協便り」発行 
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地区社会福祉協議会事業 実施事業名等 

根形地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、お花見昼食会（あやめ祭り）、ふれあ

いバスハイク、いきいきサロン、福祉教育の推進、広報誌「根形地

区社協だより」発行 

平岡地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、お楽しみ昼食会、ふれあいバスハイク、

いきいきサロン、名幸ヶ丘子育てサロン、広報誌「ふくし名幸ヶ丘」

発行 

中富地区社会福祉協議会 

敬老会、見守り訪問事業、たんぽぽ通信発行、お花見昼食会、ふ

れあいバスハイク、いきいき料理教室、いきいきサロン、広報誌「中

富地区社協だより」発行 
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（２）地域活動団体等の協働の体制づくり 

地域福祉推進にあたり、身近な地域の課題を把握し、その特性に合わせた活動を行うため、地区

社会福祉協議会をはじめ、地域で活動する様々な団体等と連携し、支え合いの輪を広げていけるよ

う協働の体制づくりの支援に取り組みます。 

 

■施策の役割分担 

主体 役割 

市、社協（公助） 
・地区の多様な主体同士の顔つなぎや課題の共有化のための体制確

立に向けた継続的な支援をします。 

 

■展開する施策 

①地域活動団体等の協働に向けた支援 

地区社会福祉協議会や地域で活動している各種団体の協働が促進されるよう、相互に連携・

情報共有できるよう支援します。  

事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

地域福祉推進地区懇談

会の設置 

【地域福祉課】 

地区社会福祉協議会や地域で活動している各

種団体の協働が促進され、地区内での助け合い

を進める仕組みづくりに結び付けられるよう、

地域福祉推進地区懇談会を開催し、相互に連

携・情報共有できるようにします。 

地域福祉推進地区
懇談会の開催回数 

1回 1回 

生活支援体制整備事業 

（再掲） 

【高齢者支援課】 

担い手の育成やサービスの創出につながるよ

う普及啓発を行います。 

住民主体の支援活動団体間の連携づくりに努

めます。 

住民主体の支援活
動団体数 

4団体 8団体 

担い手養成研修 

開催回数 

0回 12回 

 

関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

青少年育成地区住民会

議への支援 

【生涯学習課】 

【市民会館・公民館】 

身近な地域で青少年の健全育成に取り組む

ため、子ども会、ＰＴＡ、自治会、青少年相談

員、小中学校など青少年健全育成団体で組織さ

れた市内５地区の地区住民会議を支援します。 

・世代間交流事業（昭和地区住民会議） 

・通学合宿（長浦及び平岡地区住民会議） 

・デイキャンプ（根形及び中富地区住民会議） 

・子ども安全パトロール（全地区住民会議） 

子どもパトロール
登録者 

822人 900人 

愛のパトロール回
数 

24回 25回 
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関連事業名 

【所管課等】 
事業内容 

取組 

現状値 

(H30年度末) 

目標値 

(R7年度末) 

総合型地域スポーツク

ラブ活性化事業 

【体育振興課】 

スポーツ、レクリエーション等の活動を通し

て、地域の子どもから高齢者まで共に活動でき

る市内５地区の総合型地域スポーツクラブの

活性化を図り、地域住民の交流促進を目指しま

す。 

・５地区の連携を目的とした連絡協議会の運

営 

・スポーツイベントの実施（スポーツ教室、

交流大会、ウォーキングフェスタ） 

・クラブマネージャーの育成 

クラブ会員数（５ク
ラブの総合計） 

1,296人 1,540人 

ＰＲ活動回数 

5回 5回 
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第６章 計画の推進体制 
 

本計画を着実に推進していくため、庁内関係部局に事業の進捗状況を毎年度照会し、実施上の問

題点を的確に把握するなど、事業の進捗管理・評価を行います。 

その進捗管理・評価を、本計画策定時に設置していた「袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会」

で提示し、ＰＤＣＡサイクル※に基づいて本計画の進捗状況の評価及び改善点を明らかにし、今後

の施策の充実に向けた提言をいただいた上で、その内容を公表します。 

さらに、地域の特性や実情を把握する必要がある事業については、地域福祉推進地区懇談会によ

り地区ごとの進捗状況の評価などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送るためには、保健・医療・福祉とともにそれ

以外の施策の取組も重要であることから、福祉部だけではなく幅広く庁内の関係部局との連携を図

り、地域福祉の推進に関わる施策を効果的に推進します。 

また、本計画と「袖ケ浦市地域福祉活動計画（第４期）」の一体的な推進により、袖ケ浦市社会福

祉協議会との連携を図ります。このほか、区・自治会、民生委員・児童委員協議会、その他の市民

団体との連携を促進し、幅広い協力体制を得ながら計画を推進します。 

 

※ＰＤＣＡサイクル： 

事業活動における管理業務を円滑に進める手法の一つです。ＰＤＣＡは、サイクルを構成する頭文字をつなげたもので、

Ｐlan（計画）→Ｄo（実行）→Ｃheck（点検・評価）→Ａction（改善・見直し）の４段階を繰り返すことによって、業

務を継続的に改善するという考え方です。 
 

 

  

Do（実行） 

・目標を実現するための取
組の実践 

Plan（計画） 
・目標の設定 
・取組方針の決定 
・取組方法等の決定 

Action（改善・見直し） 

・取組の改善 
・計画の見直し 

Check（点検・評価） 
・取組実績の整理 
・目標と取組結果の 

照合・成果の測定 
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資料編 
 

１ 地区懇談会のまとめ 

ここでは、各地区の第１回地区懇談会で出された気になる事・困り事、及び第２回地区懇談会で

出されたそれらに対する解決策などの主な意見をとりまとめました。 

 

■昭和地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・高齢者の支援【３位】 

・見守り【１位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・高齢者の集いの場 

・子ども会などの活動拠点 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・福祉教育の充実【２位】 

・高齢者に対する学習の場 

・スポーツの場【５位】 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・住民のマナー 

・交通の便【４位】 

・子どもの安全 

・防犯・防災 

・医療施設 

 

■昭和地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

見守り 自助 見守り対象者への呼びかけ 

互助・共助 何かにつけて声をかけるよう、心掛ける 

公助 見守りの環境整備 

福祉教育の充実 自助 ボランティア意識はまず我が家から 

互助・共助 高齢者や障がい者が参加しやすい地域活動 

公助 福祉教育の整備（ボランティア精神含む） 

高齢者の支援 自助 「ちょっとおせっかい」なオバサンになる 

互助・共助 買い物等の支援 

公助 「おたすけ手帳」を充実普及させる 

交通の便 自助 近くであれば乗せてあげる 

互助・共助  

公助 
コミュニティバスの活用 

タクシーの割引券の配布 

スポーツの場 自助 自分の周りの人にわかりやすく説明して加入してもらう 

互助・共助 
「いきすこ」などの場を利用して、スポーツ（ウォーキング・

ストレッチなど簡単なもの）の体験をする 

公助 活動しやすい環境整備 
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■昭和地区／第２班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・自治会、近所づきあい【３位】 

・住民の現状把握 

・困ったとき（相談先や連絡先）【４位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・公園の問題 

・公共施設の活用【５位】 

・イベントについて（参加者が少数、固定化等）【１位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・スポーツ活動 

・スポーツ施設 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・防災、防犯【２位】 

・環境問題 

・家族関係 

・今後の交流の方法 

 

■昭和地区／第２班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

イベントについて 

（参加者が少人数、固

定化等） 

自助 
色々なイベント等を参加利用して人を知る。楽しさを味わ

い、地域のいいところを発掘するような思いを伝える 

互助・共助 企画、準備、片付けまでお客様だけでなく参加型 

公助 

色々なイベントに多くの人が参加できるような広報をする。

例えば、市内の公共施設、民間のイベント等を年間一覧表に

して、申し込み方法、対象者等を明記してＰＲすると、特定

の人たちではなく、より多くの人たちが参加できる 

防災・防犯 
自助 

緊急時等の場合、自分、家族の行動・対応について、日頃か

ら話し込み周知、共通認識しておく 

互助・共助 

地域で活動中の防犯パトロール、児童見守りパトロール、防災

訓練・研修について、更なる充実（パトロール時間、頻度等）

を図る 

防災訓練・研修については、地区住民全員参加することを目

指す 

公助 

木更津警察 生活安全課の出張出前講座については、有意義

と考える。地域の分区、班単位の家庭も対象に近所の助け合

いの重要性も含めて指導していただくと、更なる効果が期待

できる 

自治会、近所づきあい 
自助 

個人の都合のみを考えて自治会を退会する人が増えている

ので、自治会全体で対応できるように検討中 

互助・共助 
一斉清掃の集まりを魅力的に 

家族呼びかけ、お茶タイム 

公助 自治会入会する事によるメリットをＰＲする 
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気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

困ったとき 

（相談先や連絡先） 
自助 

なんでも相談できるところがあることを、家族、近所にも認

識させる 

互助・共助 
地域、自治会等で生活支援全般（問題点、相談事にも対応す

る）ができるシステム（お助け隊）を立ち上げる 

公助 

行政も相談窓口、要望受付部署はあるが、更なる取組を強化

する。相談、悩み情報等を行政自ら聞き取り対応検討する仕

組みをつくる。自治会会議等に出席して地域の問題点に対応

する（さわら市の取組、地域地元住民の市職員が地域の会議

に出席して行政との繋がりが強く対応が早い） 

公共施設の活用 自助  

互助・共助 

近所の自治会館、公園等を活用できるように、施設の活用、

管理方法を検討する（雨天時の児童の遊び場等部屋の活用

等） 

公助 

より多くの人が利用できるシステムを検討する（特にスポー

ツ施設等は限られた人達の利用頻度が高い） 

学校時間外の校庭の利用について自由に利用できるように

する 
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■昭和地区／第３班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・協力体制が弱い【３位】 

・自治会への加入が少ない 

・となりは誰だ？【４位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・箱も中身も魅力的に【２位】 

・いつも同じ人 

・ふれあう場所が少ない 

・集まりやすい場所が欲しい【５位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・もっと学びたい！ 

・心身ともに豊かな老後 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・平時の安全確保 

・災害時、大丈夫なの？【１位】 

 

 

■昭和地区／第３班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

災害時に大丈夫な

の？ 
自助 災害意識の高揚 

互助・共助 自治会等の主催する防災訓練に近所を誘って参加する 

公助 広報体制の強化 

箱も中身も魅力的に 自助 各種イベントに積極的に参加する 

互助・共助 

サークル等の活動へ誘い合う 

地域イベントへの参加を呼び掛ける 

公共施設での参加を呼び掛ける 

公助 

映画や音楽（オペラや交響楽を開催できる設備を大ホールに

設ける） 

大きなホール等の運営 

協力体制が弱い 自助 自ら参加しよう 

互助・共助 集まれる工夫 

公助 自治会と密に接触して、自治会離れを防ぐ対策を練る 

となりは誰だ？ 
自助 

お互いに「声掛け合う」あいさつ～世間話、特に高齢者には

日常生活を通じて心がける 

互助・共助 みんなが集まる機会を大切に 

公助 
近所の人とお茶会用のお金を出してくれる場所づくりの資金

援助 

集まりやすい場所が

欲しい 
自助 歩いていけることは大切（距離） 

互助・共助 
子ども食堂だけでなく、高齢者のための食事提供とおしゃべ

りの場がほしい 

公助 ステキな空き家 
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■長浦地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・自治会存続の危機【１位】 

・ボランティアの減少【５位】 

・公共交通の不足【２位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・イベントの参加者が少ない 

・公共スペースの有効活用 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・現在の困りごと 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・地域の安全【３位】 

・生活マナー 

・公共交通の充実 

・将来の不安【４位】 

 

 

■長浦地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

自治会存続の危機 自助 先ず加入 

互助・共助 友達（協力者）を探し、仲間づくりをする 

公助 行政にも活動をアピールし協力してもらう 

公共交通の不足 自助 元気であれば自力（徒歩）で頑張ろう 

互助・共助 困っていたらお互いさまで乗せる 

公助 
行政は現状を認識し、地域密着したマイクロバス等、運行検

討 

地域の安全 自助 近所同士のコミュニケーションを日頃からする 

互助・共助 近所と付き合う（立ち話しでも） 

公助 防犯灯、街灯を増やしてほしい 

将来の不安 自助 食と運動に心掛け、薬に頼らずおいしいものを食べる 

互助・共助 小さなグループの範囲でお互いを見守る 

公助 行政は住民のために生きたお金を使ってほしい 

ボランティアの減少 自助 楽しんで自分の出来る範囲で活動する 

互助・共助 喜びを感じられ楽しく活動できるような地域 

公助 拠点は便利な場所で集まりやすく細分化する 
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■長浦地区／第２班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・近所づきあい【２位】 

・担い手不足 

・安否確認 

・高齢者への助け 

２．身近な場所・あつまりなど ・子どもが遊べる場所 

・身近に歩いて集まれる場所【１位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・世代間の交流 

・福祉避難所の周知 

・生きがいのつくり方【３位】 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・要支援者対策【４位】 

・街の清掃 

・交通安全と防犯【４位】 

 

 

■長浦地区／第２班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

身近に歩いて集まれ

る場所 
自助 空き家がどこにあるのか情報集め 

互助・共助 空き家と公共施設の活用 

公助 
広報の活用 

広報やネットで交流をもっとアピールする 

近所づきあい 自助 
日常的な挨拶 

積極的に声掛け活動をする 

互助・共助 

交流（お年寄りの方に昔の遊びを小学校に行ってもらって子

どもと交流する、広いところで凧揚げなどの大会をやる、自

治会などでのイベント、子どもと年寄りの交流会を（絵本の

読み聞かせ、その他遊び） 

公助 施設の活用 

生きがいのつくり方 自助 定年後も仕事や地区活動を行う 

互助・共助 各種の会に参加し、趣味を伸ばす 

公助 市民が楽しめるイベントの企画 

要支援者対策 自助 支援をしてほしいと皆に伝え、共有していく仕組みが必要 

互助・共助 
近所の高齢者の把握に努める 

要支援者の情報把握が必要 

近隣住民での要支援者の把握 

公助 福祉に関する行政サービスの整備 

交通安全と防犯 自助 家族で普段から交通安全や防犯対策を話す 

互助・共助 災害に対する地域（自治会）での話し合いの機会をつくる 

公助 

街灯や防犯カメラの設置（防犯カメラの増設、防犯カメラの

ネットワーク化、学校周辺への防犯カメラを設置する、道路

にもっと電灯とミラーを） 
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■蔵波地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・自治会の危機【４位】 

・ＳＯＳはどこへ【１位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・地域のインフラの有効利用 

・子どもが忙しい 

・世代間交流【５位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・リーダーのなり手不足 

・参加者の減少・固定化 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・高齢者問題【３位】 

・防犯対策 

・交通モラル【２位】 

・住民モラル 

 

 

■蔵波地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

ＳＯＳはどこへ 自助 家族のコミュニケーション（素直に言おう） 

互助・共助 
声を掛け合う 

隣組ＳＯＳの収集 

公助 
相談されたらすみやかに 

ワンストップサービス 

交通モラル 
自助 

家族で話し合う場 

交通モラルを守る 

互助・共助 
見守り強化 

危険な場所の把握 

公助 

交通モラル教育 

防犯カメラの設置 

警察のパトロール強化 

高齢者問題 
自助 

家族内で協力し合う 

素直に言おう 

親に御用聞き 

互助・共助 

近所で御用きき 

ネットショップお助け 

車運転当番 

近隣の異変など注意（窓が明かない、新聞がたまっている等） 

公助 

市内循環バスを増やす 

コミュニティバス、ミニバス、タクシー 

70歳以上に電動カー貸与（電動カー購入への援助） 

自治会の危機 自助 自治会の意味を考えよう 

互助・共助 お互いに声を掛け合う、協力し合う 

公助 自治会に入ったメリットの創出 

自治会への補助金を増やす 
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気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

世代間交流 
自助 

祖父母との交流 

お年寄りに学ぶ 

定年後は地域で活躍する 

互助・共助 
子ども会の拡大 

高齢者クラブ等をもっとつくる 

公助 
地元の行事やお祭りをＰＲ 

村民運動会的な行事企画（地区別） 
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■蔵波地区／第２班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・情報 

・サポートは誰【５位】 

・となりは誰【４位】 

・自治会はあるのか【４位】 

・車がない 

・尾張屋 

２．身近な場所・あつまりなど ・集まりたくても集まれない【２位】 

・子どもを大切にしよう 

・設備は十分か 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・教えて 

・ＰＲについて 

・自治会活動・サークル活動をもっと活発に【４位】 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・ほしい物がない【１位】 

・いらない物がある【３位】 

 

 

■蔵波地区／第２班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

ほしい物がない 自助 生協・宅食など運んでもらう 

互助・共助 スーパー等へ移動販売をお願いする 

公助 交通機関の利便性アップ 

集まりたくても集ま

れない 
自助 ギブアンドテイク 

互助・共助 空き部屋の活用（ミニ集会など） 

公助 集会場の増設 

いらない物がある 自助 自主防犯、防犯カメラ 

互助・共助 防犯パトロールの実施 

公助 防犯カメラの設置 

自治会 自助 あいさつから 

互助・共助 簡単にできる事から始めて、地域の結束を作り出す 

公助 自治会加入率アップのための支援策 

サポートは誰 自助 情報誌やマップを届けてあげる 

互助・共助 ボランティア組織をつくる 

公助 生きがいを感じられる環境を整備する 
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■根形地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・交通【１位】 
・協働ができていない 
・ＳＯＳできない【４位】 
・認知症の人がいる 
・ジェネレーションギャップ 
・自治会【５位】 
・近所づきあい【３位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・場所がない 
・シニアＳＯＳ 
・子ども 
・活用できてない 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・ＮＰＯセンターがない 
・学習内容がわからない 
・指導者の育成 
・情報【２位】 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・マナー 
・高齢者の運転 
・災害時 
・子どもの安全 
・空き家対策 
・庭木 

 

 

■根形地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

交通 自助 近所にお願い出来る人を作る 

互助・共助 デマントタクシーを早急に作る（会員をつのって） 

公助 

地区のニーズに応じた施策 

交通費用の補助、巡回バスの運行（将来） 

前向きにガウランドの１００円バス 

空いている公用車、バスなどの活用 

情報 自助 情報弱者に声かけする 

互助・共助 困っている人の情報を行政につなげる 

公助 福祉の情報を提供するための活動を考える 

近所づきあい 自助 サロンへの呼び掛け 

互助・共助 地域イベント祭り、スポーツなどへの誘い 

公助 費用面支援イベントの行政の参加 

ＳＯＳができない 
自助 

困り事を相談できる雰囲気作りを心掛け、困っている人を周

囲の人から聞き出す 

互助・共助 困っている人の情報を行政につなげる 

公助 福祉に対する相互的なコントロールタワーを作る 

自治会 自助 地区共通の奉仕活動に積極的に参加する 

互助・共助 
加入するメリットをＰＲする 

行って良かった、やって良かったことをＰＲする 

公助 市からの助成は自治会員ではなく、住民の数で行う 
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■根形地区／第２班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・見守り活動 

・高齢者の移動手段【２位】 

・地域活動について【１位】 

・情報の浸透について 

２．身近な場所・あつまりなど ・地域の協力体制について 

・役職負担が大きい 

・地域の集いについて【５位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・年齢や体力に応じた交流【３位】 

・袖ケ浦のいいところについて 

・エアサポートについて 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・相談できる関係づくり 

・近所迷惑について 

・防犯について【４位】 

 

 

■根形地区／第２班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

地域活動について 
自助 

家族間で時折話題にあげて、正解がなくてもコミュニケー

ションが大切と思う 

互助・共助 
自治会、地域活動の必要性、楽しみ方のＰＲをする（持続し

て） 

公助 
自治会や地域参加の必要性をＰＲし、押し付けにならない程

度に必要に応じて広報など発信の場を設ける 

高齢者の移動手段 
自助 

家庭内で高齢者のスケジュールを周知（サポートしやすくす

る） 

互助・共助 割引券をもらう（高齢者に準備する） 

公助 
輸送サービス体制 

高齢者の運転能力をチェックする体制 

年齢や体力に応じた

交流について 
自助 １００歳体操など積極的に参加する 

互助・共助 高齢者の交流の場を設ける 

公助 イベントの企画・プロデュース周知 

防犯について 
自助 

ご近所と連絡が取りやすいように、日頃からお付き合いなどを

する 

互助・共助 見守り活動をする 

公助 
防犯メールの周知・拡充 

下校時の連絡メール等 

地域の集いについて 自助 出来るだけ自治会に加入して近所の付き合いを多くする 

互助・共助 
挨拶や声掛けなどを心掛け、新住民との接点をもつようにす

る 

公助 新住民への働きかけ（自治会加入、子ども会） 
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■根形地区／第３班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・リーダー不在 

・ボランティア不足【１位】 

・近所づきあいが希薄 

・人口問題【４位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・地域のイベントが減少【３位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・介護の情報発信不足 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・空き家問題 

・交通手段が少ない【２位】 

・防災への取組【５位】 

・通学路の安全確保 

 

 

■根形地区／第３班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

ボランティア不足 自助 家族でボランティアについて話し合う機会をもつ 

互助・共助 出来そうな人に声掛けをして内容について話す 

公助 補助をする 

交通手段がない 自助 家族で送迎する 

互助・共助 スーパーなど（地域の）宅配サービスを充実させる 

公助 交通手段を増やす 

地域のイベントが減少 自助 イベントに関わりを持つ 

互助・共助 １回だけでなく、２、３回知らせる 

公助 子どもが楽しんでもらえるイベントを考える 

人口問題 自助 生きがいを見つける 

互助・共助  

公助 働く場所として企業誘致をしてもらう 

防災への取組 自助 高齢者をかかえている世帯として認識してもらう 

互助・共助 訓練の仕方を細かく指導するチャンスを持つ 

公助 避難所を増やす 
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■平岡地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・少子高齢化【３位】 

・絆が薄い 

・おたすけコール 

・組の協力なし 

・死後安心できるように 

２．身近な場所・あつまりなど ・集まる場所がない【２位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・相談する場所がわからない 

・人口が増えない【５位】 

・地域問題をとりいれる 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・移送手段の問題【１位】 

・都市計画【４位】 

・道路の問題 

・災害関係 

・コミュニケーションが薄い 

・安心 

 

 

■平岡地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

移送手段の問題 自助 
病気にならない 

家族間での助け合い 

互助・共助 お互いに声をかけ合い、協力していくこと 

公助 

高齢者（～歳以上）の人が安く使えるタクシーがあるとよい 

国土交通省の法改正により行政が活動に車を貸すことが出

来る 

集まる場所がない 自助 行事への積極的な参加への促し 

互助・共助 サロンは高齢者のみでなく、小さい幼児からの交流 

公助 
集会所の増設 

空き家を市で借り、集会場、カフェ等に使うようにする 

少子高齢化 自助 下校時に家の前に出て子どもに声掛けをする見守りも 

互助・共助 地域の安全点検活動を行う 

公助 平岡地区内でのネットでの掲示板（ままネットのような） 

都市計画 自助 遠く買い物に行かず、近くの商店を利用する 

互助・共助 地域で組合を作って、農作物の販売や食べ物店を出す 

公助 平岡地区に道の駅のような場所ができるとよい 

人口が増えない 自助 空き家や空き部屋を使ってシェアハウスや賃家を行う 

互助・共助 
地域の道路や公園など公共の場や空き家の周辺などをきれ

いにする 

公助 空き家をあっせんし、他市の人に住んでもらう 
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■平岡地区／第 2 班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・障がいを持つ方の将来 
・なり手不足【２位】 
・近隣交流【５位】 
・助け合い、協力意識の 
・高齢者の孤立【４位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・働き世代は時間がない 
・高齢者の孤立【４位】（再掲） 
・子どもの遊び場（子どもが少ない） 
・子育て情報が届きにくい 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・指導者の情報不足 
・外出しやすい環境づくり 
・生涯学習、趣味継続の支援 
・障がいのある方の施設支援・施設不足 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・高齢者の移動支援【１位】 
・地域の安全（災害、防災、交通安全）【３位】 
・見守りの大切さ 

 

 

■平岡地区／第 2 班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

高齢者の移動支援 自助 情報を家族で共有して行政に訴える 

互助・共助 
自治会等でボランティアを募り実施する 

ボランティア募集 

公助 巡回バスまたは予約制タクシーを低料金で 

なり手不足 自助 役員の方の家族も理解し協力する 

互助・共助 

自治会の仕組みの見直し（一人ひとりの負担が少なくなるよ

うに会議などには順番で参加する。住みやすい地域を目指

し、自治会も自治会の仕事をやりやすくする。自治会での行

事、会議等を減らす。または時間を短縮する。会議の回数・

時間を減らす。どの団体申し訳ない身内にこだわらず、新し

い人を受け入れる気持ちを持つ。人数が減ってきている地域

の統合などの仲介をする） 

公助 
高齢になるとなり手が少なくなるので、若者が入居できるよ

うな住宅（魅力的な住宅）を増やす 

地域の安全（災害・防

災・交通安全） 自助 
登下校の小学生を見守る 

登下校時間は意識して様子を見る（車での通りすがり、
ウォーキングや犬の散歩を子どもたちの登下校に合わせる） 

互助・共助 高齢者サロン等で情報を広める 

公助 
避難訓練の頻度を増やす 

地域ごとの避難訓練を実施する 

高齢者の孤立 自助 気になっている高齢者がいたら民生委員に知らせる 

互助・共助 
一斉清掃など参加した際に近所、地域に住んでいる人と挨拶

をしたり顔をつないでおく 

地区の子ども会と共同の行事を行う 

公助 歩いて行ける場所、またはサロン的な場所の提供・運営支援 
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気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

近隣交流 
自助 

まず、外に出る 

運動もかねて積極的に外に出るようにする 

互助・共助 
イベント開催（飲み会、盆踊り） 

サロン等を実施し、できるだけ参加する。お互いに誘い合う 

公助 
よい地域にするためには、近隣の人々と交流して協力し合え

るようにすること。教育の中に取り入れていく（学校） 
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■平岡地区／第３班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・自治会の危機【１位】 

・空き家問題【５位】 

・一人が怖い【３位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・地域交流の不毛 

・人が少ない【４位】 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・イベント参加者の固定 

・教育、情報 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・モラル 

・ゴミ 

・不便【２位】 

・道路の整備不良 

 

 

■平岡地区／第３班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

自治会の危機 
自助 

役員に任せるのではなく、自分もその一員になったつもりで

協力していく 

互助・共助 
活動の時間をその人に合った時間に合わせてみる 

自治会役員の負担を軽減（特に平日昼間） 

公助 自治会をもっと大切にする（公式のルート権限大） 

不便 自助 できるだけ家族で送り迎え 

互助・共助 近所の人とマメに連絡を取り合い、乗り合わせで行く 

公助 バス、タクシーの無償化。移動市役所の普及 

一人が怖い 自助 挨拶と日頃の付き合い（いざという時に頼める） 

互助・共助 隣近所の声かけ。親睦を深める 

公助 シェアハウス等の推進。空き家の活用 

人が少ない 自助 用事をつくって学校、公民館、図書館へ出かける 

互助・共助 サロン、百歳体操の参加呼びかけ、良い点の話をする 

公助 
楽しく遊べる場所を増やす（スポーツをのびのびとできる場

所など） 

空き家問題 
自助 

将来、空き家になってしまう時、家をどうするのか家族で話

し合っておく 

互助・共助 近所で空き家の管理を考える 

公助 空き家の活用 
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■中富地区／第１班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・共助の希薄【２位】 

・買い物難民 

・無気力 

２．身近な場所・あつまりなど ・コミュニケーションが無い 

・ＰＲ不足 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・少子化【４位】 

・健康づくり 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・空き家がいっぱい【３位】 

・若者はどこへ【１位】 

・見守り、声掛け 

・野生動物 

・キャッシュレス 

・モラルの低下 

 

 

■中富地区／第１班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

若者はどこへ 自助 家族の中でも同居出来る環境を作る 

互助・共助 若者向けのイベント参加の推奨 

公助 いなかの不便さよりいい所を知ってもらう（ＰＲ） 

共助の希薄 自助 家族での地区活動への積極的な参加 

互助・共助 
色々なサークル等を呼び掛ける。近隣の状況を知ることがで

きる 

公助 地区活動への支援 

空き家がいっぱい 自助 日常の会話の話題として取り上げる 

互助・共助 地域内での環境整備への取組 

公助 
人が住まない家は危険で近隣への被害が出る旨の説明をし、

撤去を要請する 

少子化 自助 送り迎えを積極的にする 

互助・共助 
子育て中の夫婦の支援や不安にならないようなアドバイス

や近所の人達との交流の場を作る 

公助 若い人達の地域への勧誘での人口増を図る 

 

 

 

  



118 

■中富地区／第２班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・繋がりの希薄【３位】 

・個人情報の壁 

・ボランティア問題【５位】 

・高齢化問題【４位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・子どもの遊び場問題 

・子どもの集まり 

・時代の変化（考えの多様化） 

・高齢者の集まる場 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・若い人の参加が少ない 

・情報の共有 

・交通手段 

・参加しやすい組織づくり 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・人口減少と高齢化【１位】 

・交通手段 

・子どもの通学路の安全【２位】 

・モラル意識の低下 

 

 

■中富地区／第２班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

人口減少と高齢化 自助 自分の生まれ育ったところに関心を持つ 

互助・共助 空き家を賃貸として登録して人を集める 

公助 都市計画の見直し 

子どもの通学路の安

全 

自助 子どもへの家庭での教育（マナーや危険な事を教育） 

互助・共助 地域内で当番制の見守り 

公助 スクールバスを導入する・出す 

繋がりの希薄 
自助 

声かけ意識（関心を持つ（災害対応可能か？）、積極的な声

かえ、近所の方とのコミュニケーションを図る（挨拶からで

も） 

互助・共助 
地域イベントへの参加（地区でＢＢＱ等のイベント開催、地

域で集まる行事を作る、地域の活動に参加し繋がりを作った

ら、地区で何か行事があるといい、盆踊りや祭り） 

公助 地域イベントへの補助金を出し支援する 

高齢化問題 自助 空き家・田畑の土地等の管理を若年から考える（畑を売る） 

互助・共助 自治会で話し合う（地域で会議をして方向を決める） 

公助 移動支援（無料バスをグルグル回す） 

ボランティア問題 自助 ボランティア活動の誘いかけ 

互助・共助 自治会活動の良さを知らせる 

公助 ボランティア活動の広報 
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■中富地区／第３班［懇談会で抽出された重要課題］ 

分 野 気になる事・困り事など 

１．支え合い・助け合いに関すること ・声掛けをしよう【２位】 
・跡取りがいない【５位】 

２．身近な場所・あつまりなど ・交流が少なくなる【１位】 
・少子化 
・遊び場が少ない 

３．福祉教育、生涯学習・スポーツなど ・新しい参加者が少ない【３位】 
・認知症の方との接し方 

４．安心・快適な暮らしに関すること ・災害時にどうする！ 
・通学路の安全【４位】 

 

 

■中富地区／第３班［重要な気になる事・困り事とそれに対する解決策など］ 

気になる事・困り事 視点 主な解決策など 

交流が少なくなる 自助 近所の方に声掛けを心掛ける 

互助・共助 子どもから高齢者までが参加出来るようなイベントをする 

公助 大人と子どもたちが意見を出し合える機会を持つ 

声掛けをしよう 自助 家族の間でも明るく笑顔の挨拶 

互助・共助 祭りなどに積極的に参加 

公助 
中学生ぐらいから具体的に現状を少しでも知ってもらう（道

徳等の時間） 

新しい参加者が少な

い 

自助 高齢者や子どもが積極的に参加する 

互助・共助 地域活動に参加 

公助 色々な方に希望を聞く（アンケート） 

通学路の安全 自助 危険な箇所に気づいたら、区長さんや役所にすぐ伝える 

互助・共助 登下校の見守り 

公助 
子ども達を守る施設（横断歩道、ポールなど）を優先的に点

検・補修等の安全点検を 

跡取りがいない 自助  

互助・共助 人数の少ない自治会は近くの自治会と合併する 

公助 働く場の確保 
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２ 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条の規定に基づき、袖ケ浦市地域福祉計

画（以下「計画」という。）を策定し推進するため、袖ケ浦市地域福祉計画策定・推進委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行う。 

(1) 計画の策定に関する事項 

(2) 計画の推進方策に関する事項 

(3) 計画の進捗状況の点検及び評価に関する事項 

(4) その他計画の策定及び推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２３人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 社会福祉団体の代表 

(2) 民生委員・児童委員の代表 

(3) 主任児童委員の代表 

(4) ボランティアの代表 

(5) 地域団体の代表 

(6) 学識経験を有する者 

(7) 市民 

(8) 関係行政機関の職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 委員会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。  
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（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年告示第１３８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２７年告示第１３８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この告示の公示以後、初めての委員会の委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、平成３０

年３月３１日までとする。 
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３ 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定委員会委員名簿 

番号 区分 氏名 所属団体・役職名 備考 

１ 

社会福祉団体 

の代表 

手塚 正二 袖ケ浦市心身障害者（児）福祉会  

２ 置田 和子 袖ケ浦市シニアクラブ連合会  

３ 石井  啓 
袖ケ浦市社会福祉施設等 

連絡協議会 
委員長 

４ 

飯野 芳郎 

袖ケ浦市社会福祉協議会 

平成30年４月１日～ 

令和元年６月20日 

小島 直子 
令和元年６月20日～ 

令和３年３月31日 

５ 近藤 信子 昭和地区社会福祉協議会  

６ 伊庭 洋司 長浦地区社会福祉協議会  

７ 中村  隆 蔵波地区社会福祉協議会  

８ 苅谷 文介 根形地区社会福祉協議会  

９ 井口 清一郎 平岡地区社会福祉協議会  

10 鶴岡 公一 中川・富岡地区社会福祉協議会  

11 

民生委員・児童

委員及び 

主任児童委員

の代表 

中山 文敏 

袖ケ浦市民生委員児童委員協議会 

平成30年４月１日～ 

令和元年11月 30日 

石井 美喜男 
令和元年12月１日～ 

令和３年３月31日 

12 

石井 文夫 
平成30年４月１日～ 

令和元年11月 30日 

木村 アサ子 
令和元年12月１日～ 

令和３年３月31日 

13 竹元 悦子  

14 齋藤 眞理子  

15 
ボランティア 

の代表 
土屋 則子 袖ケ浦市ボランティア連絡協議会  

16 
地域団体 

の代表 

亀井 敎安 袖ケ浦市自治連絡協議会 
平成30年４月１日～ 

平成31年３月31日 

宮野  浩  
平成31年４月17日～ 

令和２年３月31日 

17 小野 和夫 
袖ケ浦市総合型地域スポーツ 

クラブ連絡協議会 

平成30年４月１日～ 

令和３年３月31日 
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番号 区分 氏名 所属団体・役職名 備考 

18 
地域団体 

の代表 
二宮 義文 青少年育成袖ケ浦市民会議 副委員長 

19 

学識経験者 

今井 惠子 家庭教育関係者  

20 根布長 沙織 子育て関係者 
平成30年４月１日～ 

令和２年３月31日 

21 一般市民 高橋 裕二 公募  

22 

関係行政機関

の職員 

南  啓介 教育関係職員（教育指導主事）  

23 

長谷川 操 教育関係職員（生涯学習関係職員） 
平成30年４月１日～ 

平成31年３月31日 

浦邉 宜文 教育関係職員（生涯学習関係職員） 
平成31年４月１日～ 

令和３年３月31日 

 

任期：平成30年４月１日～令和３年３月31日 
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４ 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）庁内検討委員会委員名簿 

番号 職名 氏名 備考 

1 福祉部長 今関 磨美 委員長 

2 企画課長 小島  悟  

3 財政課長 高橋 広幸  

4 危機管理課長 根本 正雄  

5 市民活動支援課長 鈴木 真紀夫  

6 健康推進課長 渡邊  弘  

7 地域福祉課長 斉藤 明博  

8 障がい者支援課長 溝口  輝  

9 介護保険課長 石井 正則  

10 高齢者支援課長 野呂 幸晴  

11 子育て支援課長 生方 和義  

12 保育課長 田中 敦則  

13 学校教育課長 鈴木 大介  

14 生涯学習課長 小阪 潤一郎  

15 市民会館館長 濱崎 雅仁  

16 社会福祉協議会事務局長 鹿嶋 章夫  
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５ 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定の経過 

年 月日 内容 

平成30年 ８月21日 平成30年度第１回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定・推進委員会 

議題：正副委員長の選出について 

袖ケ浦市地域福祉計画（第２期）の進捗状況及び推進について 

次期計画策定に伴う住民意識調査について 

 10月 住民意識調査（1,000票配布、528票回収、有効回収率52.8％） 

 
12月 

 

事業所・福祉関係団体調査 

（事業所：41票配布、30票回収、有効回収率73.2％） 

（福祉関係団体：45票配布、29票回収、有効回収率64.4％） 

平成31年 
２月 

事業所・福祉関係団体ヒアリング：事業所・福祉関係団体調査の回答団

体のうち、14事業所・福祉関係団体について、ヒアリングを実施 

２月25日 平成30年度第２回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定・推進委員会 

議題：地域福祉に関する住民意識調査報告について 

計画策定に伴う今後のスケジュール等について 

令和元年 ５月17日 令和元年度第１回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）庁内検討委員会 

議題：袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）の策定について 

地域福祉に関する住民意識調査報告について 

地域福祉に関する事業所・福祉関係団体調査報告について 

袖ケ浦市地域福祉計画（第２期）の進捗状況報告について 

計画策定に伴う今後のスケジュール等について 

 ５月20日 令和元年度第１回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定・推進委員会 

議題：袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）の策定について 

地域福祉に関する事業所・福祉関係団体調査報告について 

袖ケ浦市地域福祉計画（第２期）の進捗状況報告について 

計画策定に伴う今後のスケジュール等について 

 ５月20日 

～27日 

第１回地区懇談会（昭和地区、長浦・蔵波地区、根形地区、平岡地区、

中富地区） 地区の「気になること」、「困りごと」を見つける 

 ６月３日 

～10日 

第２回地区懇談会（昭和地区、長浦・蔵波地区、根形地区、平岡地区、

中富地区） 「何ができるのか」、「何を必要としているのか」を見つけ

る 

 ７月５日 令和元年度第２回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）庁内検討委員会 

議題：計画策定に伴う会議等スケジュール表の確認について 

袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）第１章～第４章について 

施策体系（案）新旧対応表について 

 ７月29日 令和元年度第２回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定・推進委員会 

議題：計画策定に伴う会議等スケジュール表の確認について 

袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）第１章～第４章について 

施策体系（案）新旧対応表について 

 12月 26日 令和元年度第３回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）庁内検討委員会 

議題：袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）案について 

計画策定に伴うスケジュール変更案について 
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年 月日 内容 

令和２年 ２月14日 令和元年度第４回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）庁内検討委員会 

議題：袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）案について 

計画策定に伴うスケジュール案について 

３月６日 令和元年度第３回 袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）策定・推進委員会 

議題：袖ケ浦市地域福祉計画（第３期）案について 

計画策定に伴う会議等スケジュールについて 

３月25日

～ 

４月24日 

市庁舎、市民会館、各公民館、市ホームページでパブリックコメントの

実施 
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